
 

 

 

第２ 救急体制・救助体制            

 

 

 



第２  救急体制・救助体制  １ 救急業務の実施体制      救急業務実施市町数は，平成 22年 4月 1 日現在 14市 9町である。  また，県内の消防本部における救急自動車の保有台数（非常用を含む。）は，平成 22 年 4 月 1 日現在 163 台で，そのうち 92.6％にあたる 151 台が高規格救急自動車である。（第１表）  第 1表 救急自動車保有台数の推移（非常用を含む）                                                  （各年 4 月 1 日） 年 ６２ 元 ３ ５ ７ ９ １１ １２ １３ 保有台数 １２４ １２６ １３４ １３８ １４６ １４８ １４８ １４９ １５３  年 １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ 保有台数 １５５ １５５ １５３ １５５ １５６ １５９ １５９ １６１ １６３   ２ 救急業務の実施状況  (1) 救急出場件数  平成 21年中における県内の救急出動件数は，110,733 件で，前年と比較して 746 件，およそ 0.7％の減少となっている。（第１図，第２図）  これは，県内で 1日平均 303 件，約 4分 45 秒に 1回の割合で救急隊が出動したことになる。  第１図 事 故 種 別 救 急 出 場 件 数                          （注）その他は，火災・自然災害・水難・労働災害・運動競技・加害・自損行為等を指す。 
 

 急病 62,505 件 （56.4％）   一般負傷 15,432件 (13.9％)  交通事故 13,484件 (12.2％)  その他 19,312 件 (17.4％） 
 急病 62,307 件 （55.9％）   一般負傷 15,816件 (14.2％)  交通事故 13,586件 (12.2％)  その他 19,770 件 (17.7％） 

平成 21年 110,733 件 （100％） 
平成 20年 111,479 件 （100％） 
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  第２表 事故種別救急出場件数及び搬送人員     （単位：人）                                             出場件数 搬送人員  ２０年中 ２１年中 対前年比 (%) ２０年中 ２１年中 対前年比 (%) 計 111,479 110,733 99.3% 102,389 101,134 98.8% 火    災 327 348 106.4% 174 125 71.8% 自然災害 2 13 650.0% 0 8 皆増 水   難 108 105 97.2% 36 46 127.8% 交通事故 13,586 13,484 99.2% 13,432 13,092 97.5% 労働災害 977 793 81.2% 918 763 83.1% 運動競技 757 773 102.1% 753 762 101.2% 一般負傷 15,816 15,432 97.6% 14,747 14,368 97.4% 加   害 604 612 101.3% 483 476 98.6% 自損行為 1,472 1,411 95.9% 1,073 1,005 93.7% 急   病 62,307 62,505 100.3% 56,878 56,823 99.9% そ の 他 15,523 15,257 98.3% 13,895 13,666 98.4% 

第２図 時 間 別 救 急 出 場 件 数                （平成 21年中） 
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救急告示医療機関 88,988 人（88.0%) 
その他の医療機関等 12,146人（12.0%) 

 救急出場件数を事故種別ごとに見ると，急病が半数以上を占め，次いで一般負傷，交通事故の順とな っている。  (2) 搬送人員の状況    平成 21 年中における県内の救急搬送人員は，101,134 人で，前年と比較して 1,255 人，1.2％の減少となっている。（第２表）    これは，県民の 28人に 1人が救急隊に搬送されたことになる。   ア 医療機関別搬送人員  平成 21 年中に医療機関に搬送された傷病者 101,134 人のうち，88.0％（88,988 人）は救急告示医療機関へ，残り 12.0％（12,146 人）が救急告示医療機関以外の医療機関，接骨院等へ搬送されている。（第３図）   イ 年齢区分別・事故種別搬送人員    年齢区分別で見ると，老人が 51,760 人（51.2％）と最も多く，成人 40,065 人（39.6％），乳幼児 4,680 人（4.6％），少年 4,463 人（4.4％），新生児 166 人（0.2％）の順で搬送されている。成人と老人で，全体の 90.8％（91,825 人）を占める。（第３表）    事故種別で見ると，乳幼児，少年，成人，老人では急病による搬送が最も多く，新生児はその他による搬送が最も多い。  第３図 医療機関別搬送人員の状況（平成 21 年中） 国立     公立          公的           私的病院          私的診療所 12,445 人  22,467 人    11,411 人    41,143 人                1,522 人 (14.0%)    (25.2%)       (12.8%)      (46.2%)                   (1.7%) 
 349 人  1,394 人  87 人         5,940 人                   4,168 人      208 人  (2.9%)  (11.5%)  (0.7%)            (48.9%)                   (34.3%)     （1.7%） 接骨院・その他 

   計 101,134 人 12,794 人  23,861 人   11,498 人        47,083 人        5,690 人 208 人 (12.7%)   (23.6%)     (11.4%)          (46.6%)            (5.6%)（0.2%） 
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第３表 事故種別年齢区分別搬送人員                                     （平成 21 年中 単位：人）   区  分 急    病 交 通 事 故 一 般 負 傷 そ  の  他 計 新  生  児 30 0 2 134 166 乳  幼  児 2,805 407 1,179 289 4,680 少     年 1,650 1,393 730 690 4,463 成     人 21,346 8,798 3,743 6,178 40,065 老     人 30,992 2,494 8,714 9,560 51,760 計 56,823 13,092 14,368 16,851 101,134      (注)   新生児 生後 28 日以内の者      乳幼児 生後 29 日以上 7歳未満の者       少 年 7 歳以上 18歳未満の者         成 人 18 歳以上 65歳未満の者       老 人 65 歳以上の者     エ 傷病程度別搬送人員     死亡，重症，中等症の傷病者の割合は，全体の 57.9%（58,593 人），入院加療を必要としない軽症傷病者の割合は，42.0％（42,466 人），その他 0.1％（75人）となっている。（第４表）  第４表 傷病程度別搬送人員の状況                               （平成 21年中 単位：人） 区  分 急    病 交 通 事 故 一 般 負 傷 そ  の  他 計 死     亡 1,014 81 106 201 1,402 重     症 5,860 671 1,527 4,170 12,228 中  等  症 26,351 3,216 5,572 9,824 44,963 軽     症 23,561 9,122 7,155 2,628 42,466 そ  の  他 37 2 8 28 75 計 56,823 13,092 14,368 16,851 101,134   また，これを年齢区分別に見ると，第５表のとおりである。     Ⅱ-4



10 分以上 20 分未満       11,432人 (11.3%) 10 分未満   119 人 (0.1%) 
  30 分以上   60 分未満      46,745人      (46.2%) 

第５表 傷病程度別搬送人員の状況                              （平成 21年中 単位：人） 区  分 新生児 乳幼児 少 年 成人 老人 計 死 亡 1 15 4 331 1,051 1,402 重 症 31 121 151 3,192 8,733 12,228 中等症 97 1,253 1,261 15,415 26,937 44,963 軽 症 34 3,288 3,044 21,084 15,016 42,466 その他 3 3 3 43 23 75 計 166 4,680 4,463 40,065 51,760 101,134  オ 収容所要時間別搬送人員   平成 21年中の搬送人員 101,134人についての収容所要時間（救急事故の覚知から医療機関等に収容  するに要した時間）の状況は，30分以上 60分未満が 46,745 人（46.2％）で最も多く，次いで 20分  以上 30 分未満が 36,618 人（36.2%）となっている。（第６表，第４図）  第６表 収容所要時間別搬送人員の状況（１）                                 （平成 21年中 単位：人）    収容所要      時間 事故種別   10分未満 10分以上 20分未満 20分以上 30分未満 30分以上 60分未満 60分以上 120分未満 120分以上 計 急       病 36 5,394 20,748 27,612 2,948 85 56,823 交 通 事 故 18 1,815 4,905 5,484 827 43 13,092 一 般 負 傷 17 1,371 4,905 6,959 1,058 58 14,368 そ  の  他 48 2,852 6,060 6,690 1,172 29 16,851 計 119 11,432 36,618 46,745 6,005 215 101,134  第４図 収容所要時間別搬送人員の状況（２） 

  
  20 分以上   30 分未満  36,618人 (36.2%) 

120 分以上  215 人 (0.2%) 
60 分以上 120 分未満   6,005 人   (5.9%) 搬 送 人 員 101,134 人 （100％） 
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ベッド満床 31 件 (2.2%) 

 (3) 搬送人員の状況    ア 概況  平成 21 年中の転送の状況を見ると，傷病者の 98.6％(99,760 人)が転送なしに収容され，残りの 1.4％にあたる 1,374 人が転送されている。（第７表）      なお，この転送には，一旦，医療機関で応急処置を施したあと専門病院へ転送したような 場合（506 人）も含まれている。     第７表 転送回数別搬送人員の状況                                  （平成 21年中 単位：人） 転   送   回   数 年齢区分     傷病程度 ０  回 １  回 ２  回 ３  回 小  計 計 急       病 56,240 577 (134) 6 (2) 0 (0) 583 (136) 56,823 交 通 事 故 12,782 294 (176) 16 (11) 0 (0) 310 (187) 13,092 一 般 負 傷 14,015 344 (125) 9 (4) 0 (0) 353 (129) 14,368 そ  の  他 16,723 125 (52) 3 (2) 0 (0) 128 (54) 16,851 計 99,760 1,340 (487) 34 (19) 0 (0) 1,374 (506) 101,134   (注)（ ）内数値は，応急処置のみを行った人数を内書きで示す。     イ 転送の理由      転送の理由は，処置困難，専門外，ベッド満床の順となっている。（第８表，第５図）                    第８表 転送の理由（１）          第５図 転送の理由（２）   （平成 21年中 単位 : 件）  

 

収容できなかった 医療機関 理 由 救 急 告 示 非告示 計 ベッド満床 26 5 31 専門外 104 45 149 医師不在 5 1 6 手術中 2 0 2 処置困難 216 305 521 理由不明 3 0 3 その他 595 101 696 計 951 457 1,408 専門外 149 件 (10.6%) 
転送件数 1,408 件 （100％） 

その他 696 件 (49.4%) 処置困難 521 件 (37.0%) 
理由不明 3件 (0.2%)    医師不在 6件 (0.4%) 手術中 2件 (0.1%) 
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ウ 転送者に係る収容所要時間別搬送人員 転送者 1,374 人についての収容所要時間の状況は，60 分以上 120 分未満が 844 人（全体の61.4％）で最も多く，次いで 30分以上 60 分未満が 365 人（全体の 26.6％）となっている（第９表，第６図）。  第６図 転送者に係る収容所要時間別搬送人員（１）   
    第９表 転送者に係る収容所要時間別搬送人員（２）                                                                     （平成 21年中 単位：人） 収容所要 時間 事故種別 10分未満 10分以上 20分未満 20分以上 30分未満 30分以上 60分未満 60分以上 120分未満 120分以上 計 急病 0 1  8 171 354  49  583 交通事故 0 2  1  82 192  33  310 一般負傷 0 1  6  80 230  36  353 その他 0 3 15  32  68  10  128 計 0 7 30 365 844 128 1,374   (4) 救急隊員が行った応急処置の状況   平成 21年中の搬送人員 101,134 人のうち，救急隊員が応急処置を行った傷病者は 99,556 人（搬送人員の 98.4％）である。その内容は，血中酸素飽和度測定が最も多く，次いで血圧測定，心電図測定の順となっている（第 10表）。また，平成 21年中の不搬送件数のうち，救急現場において救急隊員が行った応急処置の件数の状況は，第 11表のとおりである。 

転送者  1,374 人 （100%) 30 分以上 60 分未満  365 人  (26.6 %) 60 分以上 120 分未満   844 人  (61.4%) 
120 分以上 128 人(9.3%)  

10 分以上 20分未満  7 人(0.5%) 20 分以上 30 分未満 30 人(2.2%) 
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第10表　救急隊
員の行った応急
処置の状況（搬
送分）

処置項目 事故種別 急病
189409295
6332591,606
15715,6681,
94218178
3391068,5
79201101
4249202
3424,90852,57
38,43754,384
35,420205,834

交通事故
6364,91021
377109
81,24113
278
1261,26
32,6234
0818
34,86411,995
1,87712,2275,
97447,942

一般負傷1,
2372,48033
7630180
211,0942
302042
38171,55
33,20011
11528
05,41612,858
1,28613,4396,
07149,208

その他
277945112
9936263
196,0343
913412
45142,43
871915
02725
56,20415,024
1,94615,8838,
56558,972

計2,3398
,744461845
3322,158205
24,0372,6952
42140434
14313,8336,
7431315
29927342
41,39292,45013
,54695,93356,0
30361,956

（注）　気道確保の
※１は，経鼻エアウ
ェイを使用して気道
確保を行った件数を
内数として記載した
ものである。

　  ※２は，喉頭鏡
・鉗子等により異物
除去を行った件数を
内数として記載した
ものである。

    ※３は，救急救
命士がラリンゲアル
マスク等を使用して
気道確保を行った件
数を内数として記載
したものである。

    ※４は，救急救
命士が気管内チュー
ブを使用して気道確
保を行った件数を内
数として記載したも
のである。

第11表　救急隊
員の行った現場
応急処置の状況
（不搬送分）

処置項目 事故種別 急病
010
000
00
100
001
000
000
1150
161
36

交通事故
010
000
00
000
000
300
000
040
401
2

一般負傷
100
000
01
000
000
900
000
162
802
8

その他
000
000
00
000
000
000
000
020
20
4

計1
200
000
110
000
1120
000
0227
2301
80

（注）　気道確保の
※１は，経鼻エアウ
ェイを使用して気道
確保を行った件数を
内数として記載した
ものである。

　  ※２は，喉頭鏡
・鉗子等により異物
除去を行った件数を
内数として記載した
ものである。

    ※３は，救急救
命士がラリンゲアル
マスク等を使用して
気道確保を行った件
数を内数として記載
したものである。

    ※４は，救急救
命士が気管内チュー
ブを使用して気道確
保を行った件数を内
数として記載したも
のである。

心 電 図 測 定計
そ の 他 の応 急 処 置血 圧 測 定心音・呼吸　　音聴取血 中 酸 素飽 和 度 測 定

ショッ ク  パンツ除 細 動静 脈 路 確 保（ 輸 液）薬 剤 投 与

※　　４保 温被 覆在 宅 療 法

気 道 確 保※　　１※　　２※　　３

計
（平成21年中　単
位：件）

止 血固 定人 工 呼 吸心マッ サー ジうち自動心 肺 蘇 生うち自動酸 素 吸 入

血 圧 測 定心音・呼吸　　音聴取血 中 酸 素飽 和 度 測 定心 電 図 測 定

除 細 動静 脈 路 確 保（ 輸 液）薬 剤 投 与そ の 他 の応 急 処 置

保 温被 覆在 宅 療 法ショッ ク　　パンツ

※　　１※　　２※　　３※　　４

（平成21年中　単
位：件）

止 血固 定人 工 呼 吸心マッ サー ジうち自動心 肺 蘇 生うち自動酸 素 吸 入気 道 確 保
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(5) 不搬送の状況   平成 21年中の不搬送の件数は，10,961 件であり，その事故種別不搬送理由の状況は，第 12表及び  第 7図のとおりである。 第 12 表 事故種別不搬送理由の状況（１）                             （平成 21年中 単位：件） 事故種別  不搬送理由 急  病 交 通 事 故 一 般 負 傷 そ の 他 計 緊急性なし 590 113 140 103 946 傷病者なし 355 354 96 582 1,387 拒否 2,654 796 645 507 4,602 酩酊 233 21 40 155 449 死亡 1,040 27 61 376 1,504 現場処置 18 8 17 2 45 誤報・いたずら 101 16 10 318 445 その他 723 218 153 489 1,583 計 5,714 1,553 1,162 2,532 10,961   (注) 拒  否  酒気を帯びていない傷病者で，傷病者又はその関係者が搬送を拒否したもの     酩  酊  酒気を帯びている傷病者で，傷病者又はその関係者（警察官等を含む。）が搬送を           拒否したもの     現場処置  現場において応急処置を行い，搬送しなかったもの  第７図 事故種別不搬送理由の状況（２）              

傷病者なし 1,387 件  （12.7%) 
10,961 件  （100%) 緊急性なし 946 件（8.6%) 死亡 1,504 件  （13.7%) 

その他 1,583 件  （14.4%) 拒否 4,602 件  （42.0%) 酩酊 449 件（4.1%) 誤報・いたずら 445 件（4.1%) 現場処置 45 件（0.4%) 
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３ プレホスピタル・ケアの充実とメディカルコントロール体制の整備   平成 3年に救急救命士法（平成 3年法律第 36号）が制定され，新たに救急救命士資格が設けられた。救急救命士制度の発足に伴い，消防機関では，積極的に救急救命士の養成に取り組んでおり，平成 22年 4 月 1 日現在，本県の救急隊員数 1,194 名のうち，救急救命士の資格を有する救急隊員は 583 名（48.8％）である（第 13表）。   県では，県民の救命率向上を図るため，救急救命士が行う応急処置の知識，技能を医学的観点から，  維持，向上させる体制（メディカルコントロール体制）の整備を推進している。 また，救急救命士の処置範囲の拡大に伴い，平成 16 年 7月から救急救命士による気管挿管の実施が可能となり，さらに平成 18 年 4月からは薬剤（アドレナリン）の使用が認められ，病院実習体制の整備を図っている。 救急搬送については，現状の医療資源を前提に，傷病者の状況に応じたより適切で円滑な救急搬送及び受入体制の構築を図るため，平成 21年には消防法が一部改正された。 このため，新たにメディカルコントロール体制の一つとして，傷病者の搬送及び受入に関する実施基準を，地域の実情に応じて策定していくこととなった。  第 13 表 資格別救急隊員数                                                                              （平成 22年 4月 1日現在） 区 分 計 救急救命士 資格者 救急標準課程 修了者 救急Ⅱ課程 修了者 救急Ⅰ課程 修了者 専  任 572 362 164 46 0 兼  任 622 221 263 127 11 計 1,194 583 427 173 11        
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４ ヘリコプター救急搬送 本県では，広島県防災ヘリコプターと広島市消防ヘリコプターの 2機で救急搬送を行っており，平  成 21 年度は，157 件の救急出場があった。   県では，平成 12年 11 月，「ヘリコプター救急搬送推進要領」を策定しソフト面の整備を図るととも  に，平成 14年 3 月には，県内 10箇所（因島市，庄原市（3箇所），廿日市市，安芸太田町，北広島町，  大崎上島町，世羅町，神石高原町）に場外離着陸場（ヘリポート）を整備し，県内どこからでも 1時  間以内に重度の傷病者を救命救急センターへ搬送できる体制を整備している。   また，消防・防災ヘリコプターを活用し，医師等を救急現場に搬送し医療行為を行うシステムにつ  いて，平成 16年度に試行事業を実施した。その結果，要請・出動体制は，円滑に機能し，救命効果が  確認されたため，平成 17 年 8月から「広島県ドクターヘリ的事業」の運用を開始し，県内のどこにい  ても 30分以内に救命医療を提供することができる体制を整備している。 第 14 表  消防・防災ヘリコプターによる救急搬送状況                                          （単位：件） 防災ヘリコプター 消防ヘリコプター 合計 （広島県防災航空隊） （広島市消防航空隊）  区  分 転院搬送 現場救急 医師搬送 小  計 転院搬送 現場救急 医師搬送 小  計  平成15年度  42 ( 8) 3 0 45  62 (10) 16 10 88 133 平成16年度  39 ( 3) 4 0 43  37 ( 4) 22 17 76 119 （うちドクターヘリ的試行事業）  23 ( 0) 2 0 25   0 ( 0) 12 0 12 37 平成17年度  39 ( 4) 9 6 54  27 ( 6) 22 11 60 114 （うちドクターヘリ的試行事業）  16 ( 0) 7 0 23   8 ( 0) 10 0 18 41 平成18年度  28 ( 6) 6 3 37  29 ( 5) 20 16 65 102 （うちドクターヘリ的事業）  10 ( 0) 3 0 13  10 ( 0) 16 0 26 39 平成19年度  29 (10) 11 7 47  14（ 2） 29 13 56 103 （うちドクターヘリ的事業）   4 ( 0) 8 0 12  3 ( 0) 13 0 16 28 平成20年度  15 (3) 14 14 43  17（ 4） 26 23 66 109 （うちドクターヘリ的事業）   2 ( 0) 7 9 18  5 ( 0) 15 0 20 29 平成21年度  37 ( 6) 15 24 76  29（ 7） 22 30 81 157 （うちドクターヘリ的事業）   4 ( 0) 6 10 20  5 ( 0) 12 0 17 37   注(1) 転院搬送欄の（ ）数字は，県外への搬送で内数である。   注(2) 現場救急は，ヘリコプターが着陸し，救急車から患者を引継ぎ病院へ搬送した件数。 Ⅱ-11



第 15 表  消防・防災ヘリコプターのヘリポート                                                             （平成 22年 4月 1 日現在）  ヘリポート名 所在地 整備内容 整備面積 ヘリポート規格 因島ヘリポート 尾道市因島重井町４７４９ 可搬式照明器具 21,875㎡ 庄原ヘリポート 庄原市新庄町字王子 ８８番４９号 コンクリート舗装 アスファルト舗装 水路工 可搬式照明器具 1,651.39㎡ 900㎡(30 30） 佐伯ヘリポート 廿日市市津田５４５ 可搬式照明器具 3,552㎡ 加計ヘリポート 山県郡安芸太田町見入ケ崎 芝張 可搬式照明器具 2,150.00㎡ 400㎡(20 20） 千代田ヘリポート 山県郡北広島町大字有田 １２３４ 芝張 フェンス 可搬式照明器具 5,400.00㎡ 400㎡(20 20） 大崎上島ヘリポート 豊田郡大崎上島町東野 ６６２５－１ コンクリート舗装 芝張り 地盤改良 可搬式照明器具 975.00㎡ 400㎡(20 20） 世羅ヘリポート 世羅郡世羅町大字寺町 １１５８－３ アスファルト舗装 可搬式照明器具 1,547.42㎡ 625㎡(25 25） 三和町ヘリポート 神石郡神石高原町大字小畠 １３７０ コンクリート舗装 取付道路 水路工 可搬式照明器具 2,000.00㎡ 625㎡(25 25） 東城ヘリポート 庄原市東城町大字川鳥 ９１８番地の１ コンクリート舗装 芝張り 地盤改良 可搬式照明器具 2,081.85㎡ 400㎡(20 20） 高野ヘリポート 庄原市高野町新市１１５０－１ コンクリート舗装 フェンス 水路工 可搬式照明器具 1,650.06㎡ 400㎡(20 20）  
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  第８図は，ヘリコプター出動基準ガイドラインの対応をフロー化したものである。          第８図 ヘリコプター出動基準ガイドライン（119 番受信時の対応フロー）                            

    
 １ 自動車事故 ① 自動車から放り出された ② 同乗者が死亡した ③ 自動車が横転した ④ 車が概ね５０ｃｍ以上つぶれた ⑤ 客室が概ね３０ｃｍ以上つぶれた ⑥ 歩行者若しくは自転車が，自動車に   はね飛ばされ，又はひき倒された ２ オートバイ事故 ① 時速３５ｋｍ程度以上で衝突した ② ライダーが放り出された ３ 転落事故 ① ３階以上の高さから転落した ② 山間部で滑落した ４ 窒息事故（溺水，生き埋め） ５ 列車衝突事故 ６ 航空機事故 ７ 傷害事件（撃たれた，刺された） ８ 重症が疑われる中毒事故    

事故形態事故形態事故形態事故形態のののの確認確認確認確認（（（（１１１１以上該当以上該当以上該当以上該当））））        
 １ バイタルサイン （１）意識 ：：：：目を開けさせるため,大声で呼びかけ,       刺激（つねる）を与える必要がある             （ＪＣＳで３０以上） （２）脈拍 
   ① 脈拍が弱くかすかにふれる ② 全く脈がない状態 （３）呼吸 ① 呼吸が弱くて止まりそうな状態 ② 遠く浅い呼吸をしている状態 ③ 呼吸停止 ２ 外傷 （１）外傷性出血    ① 頭部，頚部，躯幹の出血 ② 肘や膝関節より近位の四肢の出血 （２）変形，切断 ① ２ヶ所以上の四肢変形 ② 四肢（手指，足趾を含む）の切断 （３）麻痺を伴う肢の外傷 （４）広範囲の熱傷 ① 体のおおむね１／３を超える ② 気道熱傷 （５）意識障害を伴う電撃症 雷や電線事故で意識がない （６）意識障害を伴う外傷 ３ 疾病 （１）けいれん発作隠状態 （酔っぱらいのように暴れる） （２）不眠状態（酔っ払いのように暴れる） （３）新たな四肢麻痺の出現 （４）強い痛みの訴え （頭痛，胸痛，腹痛）    

要救助者要救助者要救助者要救助者のののの確認確認確認確認（（（（１１１１以上該当以上該当以上該当以上該当））））    

発生場所の確認 （ 地 図 ） 
※ ＹＥＳ，ＮＯの判断が明確にできないときは，ＹＥＳとすること ヘリ有効範囲内である ヘリ有効範囲外でも  ① 道路状況が著しく悪い  ② 道路が寸断されている  ③ 救急車が出払っている 

30分以上短縮できる 現場隊員からの要請 速やかに  ヘリコプターを要請    

ヘリコプター救急搬送推進要領項目   ① ヘリコプター出動基準ガイドライン  ② ヘリコプター有効範囲地図の活用   ③ ヘリコプター要請手続きの簡素化   ④ 救急搬送要員（救急隊員）の確保   ⑤ 傷病者の乗せ換え方法        ⑥ 場外離着陸場の受入態勢   ⑦ 教育訓練の実施           ⑧ 医療機関との連携 
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５ 高速自動車国道等における救急業務実施体制  (1) 高速自動車国道における救急業務  県内の高速自動車国道は，平成 21年 4月 1 日現在，中国自動車道・広島自動車道・山陽自動車道・浜田自動車道が供用されており，総延長は 362.1km（広島岩国道路分を含む。）となっている。  高速自動車国道における救急業務については，インターチェンジ所在市町村の消防本部が，上下線とも行政区域を越えて隣接するインターチェンジまで担当することとされており（上下線方式），県内における実施状況は，第 16表及び第９図のとおりである。  第 16 表 高速自動車国道における救急出場件数等                                    (平成 21年中） 高速自動車国道 消防本部名 救急病院数 救 急 出 場 件       数 搬 送 人 員 中 国 自 動 車 道 広島市消防局 １ 26 16  安芸高田市消防本部 ０ ３ ３  北広島町消防本部 ３ ８ ８  備北地区消防組合 消防本部 ９ 20 14 広 島 自 動 車 道 広島市消防局 １ 19 14  北広島町消防本部 ０ ０ ０ 山 陽 自 動 車 道 広島市消防局 17 73 60  三原市消防本部 １ 40 37  尾道市消防局 ０ 11 11  大竹市消防本部 １ ４ 10  東広島市消防局 ７ 58 61  廿日市市消防本部 ４ 24 18  福山地区消防組合 消防局 25 40 33 浜 田 自 動 車 道 北広島町消防本部 １ ６ ５ 
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第９図　高速自動
車国道担当区域
図（平成22年４月
１日現在）

大 野I.C戸河内I.C
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（岡山）
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日市市消防本部大竹市消防本部
広島市消防局
東広島市消防局

廿日市市消防本部

三原市消防本部三原市消
防本部
笠岡地区消防組合（岡山
）

広島市消防局
東広島市消防局

福山地区消防組合福山地区消防組合

廿日市市消防本部広島市消防局
広島市消防局北広島町消防本部

益田広域消防本部（島根
）

尾道市消防局

北広島町消防本部
北広島町消防本部江津邑智消防組合（島根

）

笠岡地区消防組合（岡山
）

西風新都I.C
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(2) 本州四国連絡道路における救急業務   西瀬戸自動車道（本州四国連絡道路 尾道－今治ルート，愛称：瀬戸内しまなみ海道）では，  沿線の尾道市消防局，今治市消防本部（愛媛県）が連携し，救急業務を実施している。   第 16 表の 2 西瀬戸自動車道における担当区域及び救急出場件数 担  当  区  域 通 報 先 救急出場件数 （平成21年中） 尾道 IC～大三島 IC間 下り線 
生口島南 IC～尾道 IC 上り線 尾道市消防局 29 
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1.8㎞
4.8㎞
6.7㎞

6.5㎞

5.0㎞

6.3㎞
7.3㎞
5.2㎞2.4㎞

6.8㎞
4.3㎞

第９図の２　西
瀬戸自動車道
における救急
担当区域図（平
成22年４月１日
現在）

3.2㎞1
.5㎞
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６ 救急医療体制   平成 22年 4月 1 日現在，県内の救急告示医療機関は 148ヵ所である。また，傷病者の重症度に応じて，初期・第二次・第三次と多層的に救急医療体制の整備強化が進められている。   その他，県では，救急医療施設の受入体制に関する情報を常に把握し，医療機関及び消防機関等に対して必要な情報の提供を行う救急医療情報ネットワークシステムを設置している。（第 17 表） 第 17 表 救急医療体制の整備状況                                                         （平成 22 年 4月 1日現在）    区              分 整 備 状 況 在宅当番医制 ２２地区医師会 初   期 休日・夜間急患センター １５ヵ所 第 二 次 病院群輪番制病院 １４地区（７１病院） 救命救急センター ４ヵ所 第 三 次 高度救命救急センター １ヵ所 救急告示医療機関 １４８ヵ所 端 末 設 置 機 関 数 消防機関       １３ 医療機関     １１６ 医師会       ２３ 救急医療情報センター ３ 救 急 医 療 情 報 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 県保健所（支所）   ７                                                  （広島県健康福祉局医療政策課調べ）    ７ 救助活動の実施体制   救助隊は，平成 22 年 4 月 1 日現在，13 消防本部に 32 隊設置されている。救助隊員数は 444 人で，そのうち専任救助隊員は 212 人（専任率 47.7％）である。(第 18表)   また，救助隊が乗車する車両及び救助隊の保有する資機材についても，年々その整備が図られている（第 19表，第 23表）。  
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第 18 表 救助隊数及び救助隊員数                                                          （平成 22年 4 月 1日現在） 救 助 隊 数 救 助 隊 員 数 専   任 救 助 隊 兼   任 救 助 隊 計 専  任 救助隊員 兼  任 救助隊員 計 15 17 32 212 232 444   第 19 表 救助隊が乗車する車両                                                                 （平成 22年 4月 1 日現在） 救    助 工 作 車 はしご車 屈折 はしご車 ポンプ車 タンク車 化 学 車 そ の 他 計 31 20 1 4 8 1 6 71   ８ 救助活動の実施状況   平成 21年中の県内の救助活動実施状況は，救助活動 930 件，救助人員 824 人である。（第 20表，第21表，第 22表）   救助出動人員（救助活動を行うために出動した全ての人員）は，延べ 29,635 人であり，火災及び交通事故で 66.3％（19,650 人）を占めている。また，救助活動人員（出動人員のうち実際に救助活動を行った人員）は，延べ 13,333 人である（第 20 表）。  第 20 表 救助活動の実施状況                                                   （平成 21年中） 事故種別 区 分 計 火   災 交通事故 水難事故 そ の 他 救助出動件数 1,574 266 674 103 531 救助活動件数 930 266 306 66 292 救 助 人 員 824 28 390 67 339 救助出動人員 29,635 10,633 9,017 2,236 7,749 救助活動人員 13,333 4,175 3,581 1,613 3,964 救助出動車両数 7,553 2,451 2,544 544 2,014 救助活動車両数 2,911 576 1,025 317 993  
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第 21 表 事故種別発生場所別救助活動件数                                                                           （平成 21年中）                                                        事故種別 発生場所 計 火   災 交通事故 水難事故 そ の 他 住居 304 166 0 0 138 屋  内 その他の屋内 68 48 1 0 19 道路 286 8 260 0 18 水面 94 0 14 64 16 山岳 16 0 0 0 16 屋   外 その他の屋外 128 24 29 0 75 地       下 1 0 0 0 1 そ   の   他 33 20 2 2 9 計 930 266 306 66 292   第 22 表 事故種別発生場所別救助人員                                                                       （平成 21年中） 事故種別 発生場所 計 火   災 交通事故 水難事故 そ の 他 住居 173 19 0 0 154 屋  内 その他の屋内 34 8 1 0 25 道路 350 0 333 0 17 水面 101 0 19 66 16 山岳 33 0 0 0 33 屋   外 その他の屋外 121 0 36 0 85 地       下 1 0 0 0 1 そ   の   他 11 1 1 1 8 計 824 28 390 67 339       Ⅱ-20



第 23 表 救助隊が有する主な資機材                                                              （平成 22 年 4月 1日現在） かぎ付きはしご 34 生物剤検知器 4 三連はしご 32 可燃性ガス測定器 34 金属製折たたみはしご又はワイヤーはしご 26 有毒ガス測定器 30 空気式救助マット 28 酸素濃度測定器 28 救命索発射銃 34 
測定用器具 放射線測定器 28 サバイバースリング又は救助用縛帯 118 除染シャワー 8 

一般救助用器具 平担架 31 除染用器具 除染剤散布器 11 油圧ジャッキ 33 空気呼吸器（予備ボンベを含む。） 572 油圧スプレッダー 26 酸素呼吸器（予備ボンベを含む。） 81 可搬ウィンチ 37 簡易呼吸器 54 マンホール救助器具 24 防塵マスク 191 救助用簡易起重機 0 送排風機 39 マット型空気ジャッキ一式 36 
呼吸保護用器具 エアラインマスク 8 大型油圧スプレッダー 26 耐電手袋 137 救助用支柱器具 6 耐電衣 73 

重量物排除用器具 チェーンブロック 7 耐電ズボン 66 油圧切断機 17 耐電長靴 57 エンジンカッター 35 防塵メガネ 258 ガス溶断機 25 携帯警報器 137 チェーンソー 33 防毒マスク 57 鉄線カッター 42 化学防護服（陽圧式を除く） 54 空気鋸 33 陽圧式化学防護服 80 大型油圧切断機 29 耐熱服 22 空気切断機 21 放射線防護服 36 
切 断 用 器 具 コンクリート鉄筋切断用チェーンソー 8 

隊員保護用器具 
特殊ヘルメット 6 万能斧 119 ハンマー 47 携帯用コンクリート破壊器具 21 削岩機 22 破壊用器具 ハンマドリル 28  Ⅱ-21



 潜水器具一式 196 投光器 49 救命胴衣 179 携帯投光器 117 水中投光器 96 携帯拡声器 59 救命浮環 90 携帯無線機 77 浮標 30 応急処置用セット 30 救命ボート 22 車両移動器具 11 船外機 13 緩降機 22 水中スクーター 13 ロープ登降機 34 水中無線機 10 救助用降下機 12 水中時計 84 
その他の救助用器具 発電機 38 

水 難 救 助 用 器 具 水中テレビカメラ 0 登山器具 3 山岳救助 用器具 バスケット型担架 30 簡易画像探索機 14 電磁波探査装置 2 水中探査装置 0 二酸化炭素探査装置 1 画像探索機 10 地中音響探知機 6 熱画像直視装置 15 夜間暗用視装置 6 
高度救助用器具 地震警報器 2         
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第２－１表　救
急業務の実施体
制（その１）

区　　分

(Ａ）

H17国勢調査う　
　ち
う　　ち

受託地域
受託地域

消防本部名
人　　口
面　　積計
市町村
計市町
村計市
町村計
市町村
計町村

県計
2,876,642 134,
435 8,479.
27 990.
72 23 
14 9 - 
16 13 3 
- 7 1 
6 - - 
- - - 
- - - 

消防本部設置市計
2,186,725 134,
435 4,702.
19 990.
72 16 
10 6 - 
9 9 - 
- 7 1 
6 - - 
- - - 
- - - 

広島市
1,230,067 75,
676 1,456.1
0 550.
85 5(6)
1(2)4 －
1 1 －
－4(5)0(1)
4(4)- 
- - - 
- - - 
- 

呉市
251,003 
- 353.76 
- 1 1 
- - 1 
1 - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - 

三原市
123,062 18,86
6 749.4
1 278.29 
2 1 1 
- 1 1 
- - 1 
- 1 - 
- - - 
- - - 
- 

尾道市
150,225 
- 284.85 
- 1 1 
- - 1 
1 - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - 

大竹市
30,279 - 
78.55 - 
1 1 - 
- 1 1 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- 

東広島市
224,323 39,89
3 796.9
0 161.58 
3 2 1 
- 1 1 
- - 2 
1 1 - 
- - - 
- - - 
- 

廿日市市
114,731 
- 343.86 
- 1 1 
- - 1 
1 - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - 

安芸高田市
33,096 - 
537.79 - 
1 1 - 
- 1 1 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- 

江田島市
29,939 - 
100.97 - 
1 1 - 
- 1 1 
- - - 
- －- 
- - - 
- - - 
- 

消防本部設置町計
71,589 - 
656.69 - 
2 - 2 
- 2 - 
2 - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- 

府中町
50,732 - 
10.45 - 
1 - 1 
- 1 - 
1 - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- 

北広島町
20,857 - 
646.24 - 
1 - 1 
- 1 - 
1 - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- 

消防一部事務組合計
618,328 
- 3,120.39 
- 5 4 
1 - 5 
4 1 - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - 

備北地区消防組合
102,463 
- 2,024.79 
- 2 2 
- - 2 
2 - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - 

福山地区消防組合
515,865 －
1,095.60 
－3 2 
1 - 3 
2 1 - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - 

※（　）は、延べ数

人　　口
管内面積（k㎡）（平成22年4月1日）

実施市町村数 （構成市町村数）

市　町　村　数
町 村 数任意実施

単独・組合実施 市　町　村　数
受　　　託 市　町　村

（Ａ） の 内 訳　
（その１）
（Ａ） の 内 訳　
（その２）（平成22年4月1日

現在）
県　外　受　託
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第２－１表　救急業務の実施体制（その２）区　　　分
消防本部名

人口による基準台数 出動頻度等による増減台数 非常用の台数 計 うち非常用 １年未満
うち非常用 １年以上５年未満

うち非常用 ５年以上
うち非常用県計 76 62 31 169 163 31 22 1 46 - 95 31 151消防本部設置市計 57 49 20 126 121 20 17 - 34 - 70 20 111広島市 23 21 6 50 44 6 4 - 12 - 28 6 44呉市 7 9 1 17 16 1 1 - 8 - 7 1 15三原市 5 1 4 10 9 4 1 - 2 - 6 4 7尾道市 6 2 4 12 12 4 3 - 1 - 8 4 9大竹市 2 - 1 3 3 1 - - 2 - 1 1 2東広島市 7 8 2 17 19 2 3 - 6 - 10 2 17廿日市市 4 6 1 11 11 1 3 - 1 - 7 1 10安芸高田市 2 1 1 4 4 1 1 - 1 - 2 1 4江田島市 1 1 - 2 3 - 1 - 1 - 1 - 3消防本部設置町計 3 4 2 9 8 2 1 - 2 - 5 2 8府中町 2 - 1 3 3 1 1 - - - 2 1 3北広島町 1 4 1 6 5 1 - - 2 - 3 1 5消防一部事務組合計 16 9 9 34 34 9 4 - 10 - 20 9 32備北地区消防組合 4 6 3 13 13 3 1 - 4 - 8 3 13福山地区消防組合 12 3 6 21 21 6 3 - 6 - 12 6 19

（平成22年4月1日現在）救　　　急　　　自　　　動　　　車　　　数 高規格救急車数
（非常用も含む）基　準　台　数 計
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第２－２表　資格別救急隊員数区　　　分 消防法施行令第44条第３項に掲げる 要件に該当する者
消防本部名 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性県計 1,194 21 583 10 427 11 173 - 11 - 消防本部設置市計 892 16 445 8 332 8 105 - 10 - 広島市 352 8 211 3 95 5 46 - - - 呉市 184 1 56 1 98 - 20 - 10 - 三原市 37 - 29 - 8 - - - - - 尾道市 62 1 36 1 24 - 2 - - - 大竹市 21 - 10 - 10 - 1 - - - 東広島市 71 2 48 2 22 - 1 - - - 廿日市市 83 2 29 - 34 2 20 - - - 安芸高田市 47 2 18 1 20 1 9 - - - 江田島市 35 - 8 - 21 - 6 - - - 消防本部設置町計 77 1 23 - 23 1 31 - - - 府中町 26 1 9 - 14 1 3 - - - 北広島町 51 - 14 - 9 - 28 - - - 消防一部事務組合計 225 4 115 2 72 2 37 - 1 - 備北地区消防組合 110 1 42 1 41 - 26 - 1 - 福山地区消防組合 115 3 73 1 31 2 11 - - - 

うち女性 救急救命士合　　計 （平成22年4月1日現在）救急Ⅰ課程修　了　者資　格　者 救 急 標 準課程修了者 救急Ⅱ課程修　了　者
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第２－３表　経
営主体別医療機
関数

区　　分 消防本部名

病　　院診 療 所

病　　院診 療 所

病　　院診 療 所

県計
6 18 
9 83 
32 148 
6 29 
5 148 2
,584 2,772 
12 47 
14 231 
2,616 2,920 

消防本部設置市計
5 12 
7 58 
22 104 
6 16 
5 115 2
,059 2,201 
11 28 
12 173 
2,081 2,305 

広島市
1 6 
2 38 
18 65 
- 1 
- 46 1
,270 1,317 
1 7 
2 84 1
,288 1,382 

呉市
2 1 
1 3 
1 8 
1 2 
2 37 
250 292 
3 3 
3 40 
251 300 

三原市
- 2 
1 5 
1 9 
- - 
- 6 
88 94 
- 2 
1 11 
89 103 

尾道市
- 2 
1 3 
- 6 
- 2 
- 5 
137 144 
- 4 
1 8 
137 150 

大竹市
1 - 
- - 
- 1 
- 2 
- 2 
28 32 
1 2 
- 2 
28 33 

東広島市
1 1 
- 7 
1 10 
5 7 
- 8 
161 181 
6 8 
- 15 
162 191 

廿日市市
- - 
1 - 
- 1 
- 2 
- 8 
85 95 
- 2 
1 8 
85 96 

安芸高田市
- - 
1 - 
1 2 
- - 
3 1 
16 20 
- - 
4 1 
17 22 

江田島市
- - 
- 2 
- 2 
- - 
- 2 
24 26 
- - 
- 4 
24 28 

消防本部設置町計
- 1 
- 4 
- 5 
- - 
- 2 
51 53 
- 1 
- 6 
51 58 

府中町
- - 
- 1 
- 1 
- - 
- 1 
41 42 
- - 
- 2 
41 43 

北広島町
- 1 
- 3 
- 4 
- - 
- 1 
10 11 
- 1 
- 4 
10 15 

消防一部事務組合計
1 5 
2 21 
10 39 
- 13 
- 31 
474 518 
1 18 
2 52 
484 557 

備北地区消防組合
- 2 
1 - 
3 6 
- 11 
- 8 
94 113 
- 13 
1 8 
97 119 

福山地区消防組合
1 3 
1 21 
7 33 
- 2 
- 23 
380 405 
1 5 
1 44 
387 438 

救　　急　　告　　
示　　医　　療　　
機　　関
そ　　の　　他　　
の　　医　　療　　
機　　関
計

医　　　　　　　　
療　　　　　　　　
機　　　　　　　　
関　　　　　　　　
数

私　　　　的
計
公　　的私　　　　的

国　　立公　　立
（平成22年4月1日
現在） 計

国　　立公　　立
公　　的
計

私　　　　的
国　　立公　　立
公　　的
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第２－４表　
事故種別救急
出場件数

区　　分

資機材等

消防本部名

搬　　送

県計
348 13 
105 13,484 
793 773 
15,432 61
2 1,411 
62,505 13,7
05 1
10 9 
1,433 110,73
3 

消防本部設置市計
317 13 
93 10,294 
652 617 
11,832 50
3 1,174 
48,373 10,1
27 
84 1 
1,398 85,47
8 

広島市
178 2 
48 6,209 
345 392 
6,410 366 
766 27,571 
4,636 7
3 - 
1,193 48,18
9 

呉市
13 5 
10 1,038 
61 44 
1,532 45 
80 5,847 
1,360 
5 - 
91 10,131 

三原市
11 - 
1 604 
37 46 
669 19 
57 2,591 
433 - 
- 11 
4,479 

尾道市
5 - 
16 679 
62 40 
906 20 
73 3,620 
842 5 
1 42 
6,311 

大竹市
- - 
1 118 
10 1 
183 4 
13 696 
247 - 
- 3 
1,276 

東広島市
78 4 
6 927 
77 57 
982 23 
114 4,237 
1,359 
1 - 
32 7,897 

廿日市市
27 - 
5 493 
44 24 
741 23 
48 2,406 
680 - 
- 21 
4,512 

安芸高田市
2 - 
3 133 
8 7 
196 - 
9 712 
203 - 
- 3 
1,276 

江田島市
3 2 
3 93 
8 6 
213 3 
14 693 
367 - 
- 2 
1,407 

消防本部設置町計
1 - 
1 270 
15 36 
418 10 
22 1,475 
409 - 
- 13 
2,670 

府中町
- - 
- 181 
4 18 
259 9 
13 1,001 
216 - 
- 11 
1,712 

北広島町
1 - 
1 89 
11 18 
159 1 
9 474 
193 - 
- 2 
958 

消防一部事務組合
計30 
- 11 
2,920 12
6 120 
3,182 99 
215 12,657 
3,169 2
6 8 
22 22,585 

備北地区消防組合
7 - 
4 337 
29 21 
548 16 
33 2,186 
520 - 
- 5 
3,706 

福山地区消防組合
23 - 
7 2,583 
97 99 
2,634 83 
182 10,471 
2,649 2
6 8 
17 18,879 計

水　　難交通事
故
一般負傷運動競技労働災害

（平成21年中　単
位：件）

火　　災自然災
害

急　　病自損行為加　　害
転院搬送医師搬
送そ　　　　の　　

　　他 その他
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第２－５表
　事故種別
救急搬送人
員

区　　分 消防本部名 県計
125 
8 46 
13,092 
763 76
2 14,36
8 
476 1,00
5 56,
823 13
,666 101
,134 

消防本部設置市
計1
01 
8 39 
9,811 
623 60
5 10,89
2 
385 83
2 43,74
0 10
,090 77
,126 

広島市
60 1 
12 5,612 
330 38
4 5,82
2 
275 57
1 24,52
4 4
,619 42,
210 

呉市
8 3 
8 1,057 
56 43 
1,446 
38 55 
5,397 1,
360 9,
471 

三原市
4 - 
1 601 
35 45 
630 1
5 39 
2,401 
439 4,21
0 

尾道市
4 - 
9 667 
59 39 
854 1
6 46 
3,383 
861 5,93
8 

大竹市
- - 
1 130 
10 1 
170 
3 5 
634 24
9 1,20
3 

東広島市
18 2 
2 997 
75 55 
897 1
8 76 
3,882 1,
299 7,
321 

廿日市市
2 - 
1 492 
42 24 
688 1
8 29 
2,201 
690 4,18
7 

安芸高田市
2 - 
2 160 
8 7 
190 
- 4 
673 20
4 1,25
0 

江田島市
3 2 
3 95 
8 7 
195 
2 7 
645 36
9 1,33
6 

消防本部設置町
計
1 - 
1 255 
13 36 
394 
6 20 
1,376 
414 2,51
6 

府中町
- - 
- 166 
4 18 
245 
5 11 
923 22
3 1,59
5 

北広島町
1 - 
1 89 
9 18 
149 
1 9 
453 19
1 92
1 

消防一部事務組
合計
23 - 
6 3,026 
127 12
1 3,08
2 
85 153 
11,707 3
,162 21,
492 

備北地区消防組
合
5 - 
3 366 
29 21 
521 1
7 16 
2,062 
521 3,56
1 

福山地区消防組
合
18 - 
3 2,660 
98 100 
2,561 
68 137 
9,645 2,
641 17,
931 

（平成21年中　
単位：人） 計

水　　難交
通事故
一般負傷運動競技労働災害

そ の 他

火　　災自
然災害

急　　病自損行為加　　害
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第２－６表　医
療機関に搬送さ
れた傷病者数

区　　分 消防本部名 県計
56,823(50,029
)4,998(4,459
)13,092(11,133
)889(783
)14,368(12,596
)1,189(1,075
)16,851(15,230
)3,145(2,904
)101,134(88,988
)10,221(9,221
)

消防本部設置市計
43,740(38,592
)3,717(3,307
)9,811(8,162
)686(600
)10,892(9,387
)881(788
)12,683(11,631
)2,324(2,121
)77,126(67,772
)7,608(6,816
)

広島市
24,524(22,219
)1,443(1,351
)5,612(4,652
)345(318
)5,822(5,090
)342(328
)6,252(5,732
)552(507
)42,210(37,693
)2,682(2,504
)

呉市
5,397(4,980)
119(88)1
,057(884)
7(7)1,4
46(1,297)
18(14)1,
571(1,458)
68(47)9,
471(8,619)
212(156)

三原市
2,401(2,178)
316(304)
601(581)
56(55)
630(593)
55(53)
578(536)
165(157)4
,210(3,888)
592(569)

尾道市
3,383(2,524)
146(97)
667(528)
29(27)
854(650)
19(18)1,
034(890)
175(132)5
,938(4,592)
369(274)

大竹市
634(591)
260(251)
130(98)
25(24)
170(144)
37(36)
269(258)
171(161)1
,203(1,091)
493(472)

東広島市
3,882(3,537)
365(339)
997(964)
39(34)
897(849)
68(67)1,
545(1,453)
463(443)7
,321(6,803)
935(883)

廿日市市
2,201(1,422)
654(476)
492(237)
155(108)
688(429)
251(185)
806(699)
215(173)4
,187(2,787)
1,275(942)

安芸高田市
673(657)
139(137)
160(154)
14(11)
190(184)
21(18)
227(221)
136(132)1
,250(1,216)
310(298)

江田島市
645(484)
275(264)
95(64)
16(16)
195(151)
70(69)
401(384)
379(369)1
,336(1,083)
740(718)

消防本部設置町計
1,376(1,327)
811(789)
255(248)
141(138)
394(377)
199(193)
491(479)
397(388)2
,516(2,431)
1,548(1,508)

府中町
923(884)
607(586)
166(162)
86(86)
245(231)
130(126)
261(249)
196(187)1
,595(1,526)
1,019(985)

北広島町
453(443)
204(203)
89(86)
55(52)
149(146)
69(67)
230(230)
201(201)
921(905)
529(523)

消防一部事務組合計
11,707(10,110
)470(363
)3,026(2,723
)62(45
)3,082(2,832
)109(94
)3,677(3,120
)424(395
)21,492(18,785
)1,065(897
)

備北地区消防組合
2,062(1,786)
74(67)
366(315)
11(9)
521(465)
30(30)
612(583)
94(89)3,
561(3,149)
209(195)

福山地区消防組合
9,645(8,324)
396(296)2
,660(2,408)
51(36)2,
561(2,367)
79(64)3,
065(2,537)
330(306)1
7,931(15,636)
856(702)

（注）（　　）内は
，救急告示医療機関
への搬送人員（内数
）である。

（平成21年中　単
位：人）

一　　般　　負　　
傷 う　ち　管　外

う　ち　管　外そ　　　の　　　他
う　ち　管　外計

急　　　　　　　病 う　ち　管　外
交　　通　　事　　
故 う　ち　管　外
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第２－７表　年齢区分別搬送人員区　　　分 新　生　児 乳　幼　児 少　　　年 成　　　人 老　　　人 計消防本部名県計 166 4,680 4,463 40,065 51,760 101,134消防本部設置市計 99 3,496 3,323 31,071 39,137 77,126広島市 48 2,194 1,978 18,879 19,111 42,210呉市 6 310 307 3,068 5,780 9,471三原市 4 161 178 1,427 2,440 4,210尾道市 13 170 211 1,858 3,686 5,938大竹市 1 37 41 403 721 1,203東広島市 18 319 288 3,062 3,634 7,321廿日市市 7 221 260 1,663 2,036 4,187安芸高田市 2 38 30 359 821 1,250江田島市 - 46 30 352 908 1,336消防本部設置町計 2 135 167 877 1,335 2,516府中町 2 105 111 609 768 1,595北広島町 - 30 56 268 567 921消防一部事務組合計 65 1,049 973 8,117 11,288 21,492備北地区消防組合 4 76 105 1,008 2,368 3,561福山地区消防組合 61 973 868 7,109 8,920 17,931

（平成21年中　単位：人）
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第２－８表　現場到着所要時間別出場件数区　　　分 ３分以上 ５分以上 １０分以上３分未満 ２０分以上 計消防本部名 ５分未満 １０分未満 ２０分未満県計 4,473 24,825 61,902 17,933 1,600 110,733消防本部設置市計 3,827 21,506 46,783 12,300 1,062 85,478広島市 2,754 14,945 26,430 3,747 313 48,189呉市 356 2,595 5,655 1,422 103 10,131三原市 98 562 2,465 1,263 91 4,479尾道市 124 1,023 3,715 1,318 131 6,311大竹市 67 338 742 107 22 1,276東広島市 205 1,014 3,895 2,631 152 7,897廿日市市 134 730 2,930 663 55 4,512安芸高田市 68 139 246 651 172 1,276江田島市 21 160 705 498 23 1,407消防本部設置町計 214 855 1,224 342 35 2,670府中町 169 698 803 38 4 1,712北広島町 45 157 421 304 31 958消防一部事務組合計 432 2,464 13,895 5,291 503 22,585備北地区消防組合 86 320 1,670 1,405 225 3,706福山地区消防組合 346 2,144 12,225 3,886 278 18,879

（平成21年中　単位：件）
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第２－９表　
収容所要時間
別搬送人員

区　　分 消防本部名
うち管外
うち管外
うち管外
うち管外
うち管外
うち管外
うち管外

県計
1191
11,4322
3836,618
1,78746,74
56,113
6,0051,99
9215
84101,134
10,222

消防本部設置市計
791
7,84916
926,931
1,13637,28
84,702
4,7911,53
4188
6777,126
7,609

広島市
28- 
4,07314
015,706
77120,000
1,5302,29
7234
1068
42,2102,6
83

呉市
5- 
514- 
3,2091
45,134
142596
5413
29,471
212

三原市
11- 
1,046
61,452
1431,578
365121
762
24,210
592

尾道市
9- 
687- 
2,3821
22,620
236234
1156
65,938
369

大竹市
- - 
1101
37513
624407
9271
21
1,20349
3

東広島市
131 
8919
2,2613
03,723
644426
2477
47,321
935

廿日市市
5- 
33711
1,08515
22,303
854433
24124
174,187
1,275

安芸高田市
6- 
101- 
2181
721191
199114
54
1,25031
0

江田島市
2- 
902
243- 
585333
393382
2323
1,33674
0

消防本部設置町計
4- 
35857
849449
1,06281
6233
21710
92,516
1,548

府中町
3- 
29957
702446
550478
4037
11
1,5951,01
9

北広島町
1- 
59- 
1473
512338
193180
98
921529

消防一部事務組合
計36
- 3,225
128,838
2028,395
595981
24817
821,492
1,065

備北地区消防組合
2- 
3663
92320
1,8468
4415
979
53,561
209

福山地区消防組合
34- 
2,859
97,915
1826,549
511566
1518
317,931
856

（平成21年中　
単位：人） 計

６０　分　以　上 １２０　分　未　
満

１０　分　未　満
２０　分　以　上 ３０　分　未　満

１２０　分　以　
上

３０　分　以　上 ６０　分　未　満

１０　分　以　上 ２０　分　未　満
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第２－１０表　救
急隊員の行った応
急処置の状況（そ
の１）

区　　分
止　　血固　　定
人工呼吸

酸素吸入
保　　温被　　覆
在宅療法

消防本部名

うち自動
うち自動
＊１＊２＊３
＊４

県計
99,556 2,339 
8,744 461 
845 332 
2,158 205 
24,037 2,695 
242 140 434 
143 13,833 
6,743 131 

消防本部設置市計
76,264 1,471 
6,147 359 
829 323 
1,588 105 
18,071 1,817 
162 101 365 
103 10,839 
5,350 83 

広島市
42,068 633 
3,231 163 
763 310 
745 28 
8,382 471 
97 32 187 
38 7,560 
3,118 6 

呉市
9,454 86 
685 53 
17 - 
238 4 
2,831 291 
27 26 97 
7 299 
725 8 

三原市
4,019 135 
389 14 
1 - 
115 - 
1,278 201 
1 4 10 
1 460 
214 34 

尾道市
5,781 103 
436 25 
1 - 
155 11 
1,641 257 
8 2 12 
15 118 
374 10 

大竹市
1,188 30 
64 18 
1 - 
32 10 
242 54 
1 6 1 
3 47 
67 1 

東広島市
7,168 269 
748 61 
36 13 
160 24 
2,091 292 
19 8 39 
22 1,317 
481 16 

廿日市市
4,046 136 
354 22 
8 - 
75 1 
845 144 
- 16 - 
7 106 
266 4 

安芸高田市
1,223 46 
165 1 
1 - 
45 27 
392 64 
9 6 12 
6 378 
60 - 

江田島市
1,317 33 
75 2 
1 - 
23 - 
369 43 
- 1 7 
4 554 
45 4 

消防本部設置町計
2,464 78 
226 22 
1 - 
50 9 
628 86 
5 2 14 
- 233 
136 16 

府中町
1,558 29 
70 2 
- - 
20 - 
317 40 
- - 2 
- 47 
59 13 

北広島町
906 49 
156 20 
1 - 
30 9 
311 46 
5 2 12 
- 186 
77 3 

消防一部事務組合計
20,828 790 
2,371 80 
15 9 
520 91 
5,338 792 
75 37 55 
40 2,761 
1,257 32 

備北地区消防組合
3,534 166 
255 17 
14 9 
114 76 
1,067 186 
15 6 53 
21 381 
137 20 

福山地区消防組合
17,294 624 
2,116 63 
1 - 
406 15 
4,271 606 
60 31 2 
19 2,380 
1,120 12 

  （注）気道確保の
＊１は，経鼻エアウ
ェイを使用して気道
確保を行った件数を
内数として記載した
ものである。

　　　＊２は，喉頭
鏡・鉗子等により異
物除去を行った件数
を内数として記載し
たものである。

　　　＊３は，救急
救命士がラリンゲア
ルマスク等を使用し
て気道確保を行った
件数を内数として記
載したものである。

　　　＊４は，救急
救命士が気管挿管処
置を実施して気道確
保を行った件数を内
数として記載したも
のである。（平成21年中　単位

：件）

応急処置対象人員
心マッサージ
心　肺　蘇　生
気　　道　　確　　保
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第２－１０表
　救急隊員の
行った応急処
置の状況（そ
の２）

区　　分 消防本部名 県計
5299
273
4241,39
292,450
13,5469
5,93356
,030361,
956

消防本部設置市計
4236
211
3439,28
670,861
10,8727
3,60048
,917290,
575

広島市
3          
919
3-          
32,8403
8,8175
,21140,
52938,8
17181,47
3

呉市
-          
673
913         
4,007      
9,2443
,2879,
3713,6
8334,94
4

三原市
-          
18
-          
-          
2603,5
6827
33,835
97611,7
71

尾道市
-          
172
0         
9          
335,46
3727
5,5701
,92516,
884

大竹市
1          
61
-          
71,115
1491,1
4830
23,285

東広島市
-          
223
86          
2,0026
,530
4776,8
221,51
922,887

廿日市市
-          
45          
1          
213,70
3263
3,902
86610,7
25

安芸高田市
-          
78
2          
771,14
243
1,150
3793,9
60

江田島市
-          
47
3          
391,27
9442
1,273
4504,6
46

消防本部設置町計
-          
68          
-          
2922,2
819
72,366
5667,0
92

府中町
-          
1-          
-          
101,46
254
1,513
3423,9
79

北広島町
-          
58          
-          
2828
194
3853
2243,1
13

消防一部事務組合
計
157
54
81,814
19,308
2,57719
,9676,
54764,2
89

備北地区消防組合
1          
224
88          
1913,3
3359
03,354
1,38611
,290

福山地区消防組合
-          
35
6-          
1,62315
,9751,
98716,6
135,16
152,999

血 圧 測 定心
音・呼吸音聴　　　　取

ショックパンツによる血圧保持除　細　動静
脈路確保（輸液）
そ の 他 の応 急 措 置薬剤投与

（平成21年中　
単位：件）

血 中 酸 素飽和度測定心
電図測定
計
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第２－１１表　
救急隊員の行っ
た現場応急処置
の状況（その１
）

区　　分
止　　血固　　
定人工呼吸

酸素吸入

保　　温被　　
覆在宅療法

消防本部名

うち自動
うち自動
＊１＊２＊３
＊４

県計
43 1 
2 - 
- - 
- - 
1 1 
- - - 
- 1 
12 - 

消防本部設置市計
30 1 
1 - 
- - 
- - 
1 1 
- - - 
- 1 
8 - 

広島市
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - - 
- - 
- - 

呉市
2 - 
1 - 
- - 
- - 
- - 
- - - 
- - 
- - 

三原市
3 - 
- - 
- - 
- - 
- 1 
- - - 
- - 
- - 

尾道市
4 - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - - 
- - 
4 - 

大竹市
1 - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - - 
- - 
- - 

東広島市
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - －
- - 
- - 

廿日市市
19 1 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - - 
- 1 
4 - 

安芸高田市
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - - 
- - 
- - 

江田島市
1 - 
- - 
- - 
- - 
1 - 
- - - 
- - 
- - 

消防本部設置町計
13 - 
1 - 
- - 
- - 
- - 
- - - 
- - 
4 - 

府中町
13 - 
1 - 
- - 
- - 
- - 
- - - 
- - 
4 - 

北広島町
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - - 
- - 
- - 

消防一部事務組合計
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - - 
- - 
- - 

備北地区消防組合
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - - 
- - 
- - 

福山地区消防組合
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - - 
- - 
- - 

 （注）気道確保の＊
１は，経鼻エアウェイ
を使用して気道確保を
行った件数を内数とし
て記載したものである
。

 　　＊２は，喉頭鏡
・鉗子等により異物除
去を行った件数を内数
として記載したもので
ある。

 　　＊３は，救急救
命士がラリンゲアルマ
スク等を使用して気道
確保を行った件数を内
数として記載したもの
である。（平成21年中　単

位：件）

現場応急処置対 象 人 員

心マッサージ
心　肺　蘇　生
気　　道　　確　　
保
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第２－１１表
　救急隊員の
行った現場応
急処置の状況
（その２）

区　　分 消防本部名 県計
- 
- 
- 
- 
2 2
7 
2 3
0 
1 8
0 

消防本部設置市計
- 
- 
- 
- 
2 1
8 
2 2
1 
1 5
7 

広島市
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

呉市
- 
- 
- 
- 
1 
- 
1 
1 
- 
4 

三原市
- 
- 
- 
- 
- 
2 
- 
2 
1 
6 

尾道市
- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
1 
- 
6 

大竹市
- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
1 
- 
2 

東広島市
- 
- －
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

廿日市市
- 
- 
- 
- 
1 1
4 
- 1
5 
- 3
6 

安芸高田市
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

江田島市
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
1 
- 
3 

消防本部設置町計
- 
- 
- 
- 
- 
9 
- 
9 
- 2
3 

府中町
- 
- 
- 
- 
- 
9 
- 
9 
- 2
3 

北広島町
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

消防一部事務組合
計
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

備北地区消防組合
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

福山地区消防組合
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

ショックパンツによる血圧保持
除　細　動静

脈路確保（輸液）
そ の 他 の応 急 処 置薬剤投与

（平成21年中　
単位：件）

血 圧 測 定心
音・呼吸音聴　　　　取
血 中 酸 素飽和度測定心 
電 図 測 定
計
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第２－１２表　
転送の状況（転
送回数１回）

区　　分 消防本部名
うち応急処置のみ
うち応急処置のみ
うち応急処置のみ
うち応急処置のみ
うち応急処置のみ

県計
577 1
34 2
94 1
76 3
44 1
25 1
25 
52 1,34
0 
487 

消防本部設置市計
516 1
31 2
78 1
76 3
16 1
25 1
15 
50 1,22
5 
482 

広島市
214 1
30 2
17 1
75 1
62 1
25 
78 5
0 67
1 4
80 

呉市
56 
- 12 
- 32 
- 3 
- 103 
- 

三原市
34 
- 3 
- 7 
- 4 
- 48 
- 

尾道市
24 
- 4 
1 8 
- 5 
- 41 
1 

大竹市
16 
1 3 
- 3 
- 1 
- 23 
1 

東広島市
28 
- 4 
- 10 
- 12 
- 54 
- 

廿日市市
67 
- 25 
- 50 
- 5 
- 147 
- 

安芸高田市
3 - 
3 - 
3 - 
- - 
9 - 

江田島市
74 
- 7 
- 41 
- 7 
- 129 
- 

消防本部設置町計
25 
3 5 
- 7 
- 4 
1 41 
4 

府中町
4 - 
4 - 
5 - 
2 - 
15 
- 

北広島町
21 
3 1 
- 2 
- 2 
1 26 
4 

消防一部事務組合計
36 
- 11 
- 21 
- 6 
1 74 
1 

備北地区消防組合
13 
- 7 
- 15 
- 4 
- 39 
- 

福山地区消防組合
23 
- 4 
- 6 
- 2 
1 35 
1 

（平成21年中　単
位：人）

急　　　　　　　　
病交
　　通　　事　　故
一　　般　　負　　
傷
そ　　　の　　　他
計
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第２－１３表　
転送の状況（転
送回数２回）

区　　分 消防本部名
うち応急処置のみ
うち応急処置のみ
うち応急処置のみ
うち応急処置のみ
うち応急処置のみ

県計
6 2 
16 1
1 
9 4 
3 2 
34 1
9 

消防本部設置市計
6 2 
16 1
1 
9 4 
3 2 
34 1
9 

広島市
2 2 
13 1
1 
6 4 
2 2 
23 1
9 

呉市
- - 
- - 
1 - 
- - 
1 - 

三原市
3 - 
- - 
1 - 
- - 
4 - 

尾道市
1 - 
- - 
1 - 
- - 
2 - 

大竹市
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 

東広島市
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 

廿日市市
- - 
3 - 
- - 
1 - 
4 - 

安芸高田市
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 

江田島市
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 

消防本部設置町計
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 

府中町
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 

北広島町
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 

消防一部事務組合計
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 

備北地区消防組合
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 

福山地区消防組合
- - 
- - 
- - 
- - 
- - （平成21年中　単

位：人）

急　　　　　　　　
病交
　　通　　事　　故
一　　般　　負　　
傷
そ　　　の　　　他
計
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第２－１４表　
転送の状況（転
送回数３回）

区　　分 消防本部名
うち応急処置のみ
うち応急処置のみ
うち応急処置のみ
うち応急処置のみ
うち応急処置のみ

県計
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 

消防本部設置市計
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 

広島市
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 

呉市
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 

三原市
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 

尾道市
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 

大竹市
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 

東広島市
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 

廿日市市
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 

安芸高田市
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 

江田島市
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 

消防本部設置町計
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 

府中町
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 

北広島町
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 

消防一部事務組合計
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 

備北地区消防組合
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 

福山地区消防組合
- - 
- - 
- - 
- －
- - （平成21年中　単

位：人）

急　　　　　　　　
病交
　　通　　事　　故
一　　般　　負　　
傷
そ　　　の　　　他
計
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第２－１５表　
転送者に係る収
容所要時間別搬
送人員

区　　分 消防本部名
う ち 管 外
う ち 管 外
う ち 管 外
う ち 管 外
う ち 管 外
う ち 管 外
う ち 管 外

県計
- - 
7 1 
30 6 
365 27 
844 226 
128 50 
1,374 310 

消防本部設置市計
- - 
5 - 
27 5 
318 23 
792 199 
117 45 
1,259 272 

広島市
- - 
3 - 
15 3 
171 9 
438 24 
67 3 
694 39 

呉市
- - 
- - 
2 - 
27 - 
71 1 
4 - 
104 1 

三原市
- - 
2 - 
3 - 
24 3 
21 16 
2 2 
52 21 

尾道市
- - 
- - 
- - 
18 - 
23 5 
2 2 
43 7 

大竹市
- - 
- - 
- - 
8 2 
14 9 
1 1 
23 12 

東広島市
- - 
- - 
6 2 
20 3 
24 10 
4 3 
54 18 

廿日市市
- - 
- - 
- - 
47 5 
90 28 
14 11 
151 44 

安芸高田市
- - 
- - 
- - 
1 1 
8 5 
- - 
9 6 

江田島市
- - 
- - 
1 - 
2 - 
103 101 
23 23 
129 124 

消防本部設置町計
- - 
1 1 
1 1 
5 3 
30 26 
4 4 
41 35 

府中町
- - 
1 1 
1 1 
4 2 
9 7 
- - 
15 11 

北広島町
- - 
- - 
- - 
1 1 
21 19 
4 4 
26 24 

消防一部事務組合計
- - 
1 - 
2 - 
42 1 
22 1 
7 1 
74 3 

備北地区消防組合
- - 
- - 
- - 
22 - 
13 - 
4 - 
39 - 

福山地区消防組合
- - 
1 - 
2 - 
20 1 
9 1 
3 1 
35 3 （平成21年中　単

位：人）

１０　分　未　満
１０　分　以　上
２０　分　以　上
３０　分　以　上
６０　分　以　上
１２０　分　以　上
計

２０　分　未　満
３０　分　未　満
６０　分　未　満
１２０　分　未　満
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第２－１６表　転送の理由区　　　分
消防本部名県計 31 149 6 2 521 3 696 1,408 消防本部設置市計 28 123 6 2 445 3 686 1,293 広島市 14 55 1 - 117 1 529 717 呉市 2 7 1 - 89 - 6 105 三原市 6 12 2 2 29 1 4 56 尾道市 - 7 - - 30 1 7 45 大竹市 1 4 - - 15 - 3 23 東広島市 - 11 - - 42 - 1 54 廿日市市 5 24 1 - 114 - 11 155 安芸高田市 - - 1 - 8 - - 9 江田島市 - 3 - - 1 - 125 129 消防本部設置町計 - 15 - - 20 - 6 41 府中町 - 8 - - 6 - 1 15 北広島町 - 7 - - 14 - 5 26 消防一部事務組合計 3 11 - - 56 - 4 74 備北地区消防組合 - 2 - - 37 - - 39 福山地区消防組合 3 9 - - 19 - 4 35 

（平成21年中　単位：件）ベッド満床
専門外

その他 計医師不在
手術中

処置困難
理由不明
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第２－１７表　医師の現場出場件数区　　　分消防本部名県計 91 19 20 70 200 消防本部設置市計 75 18 18 63 174 広島市 38 14 13 47 112 呉市 2 - 1 10 13 三原市 - - - - - 尾道市 1 - - 1 2 大竹市 5 2 - 1 8 東広島市 - - - 2 2 廿日市市 2 - - 1 3 安芸高田市 - 1 - - 1 江田島市 27 1 4 1 33 消防本部設置町計 14 - 2 - 16 府中町 1 - - - 1 北広島町 13 - 2 - 15 消防一部事務組合計 2 1 - 7 10 備北地区消防組合 - - - - - 福山地区消防組合 2 1 - 7 10 

急     病 交 通 事 故 （平成21年中　単位：件）計一 般 負 傷 そ  の  他
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第２－１８表　
事故種別不搬送
件数

区　　分

資機材等

消防本部名

搬　　送

県計
231 7 
62 1,553 
31 21 
1,162 147 
413 5,714 
179 110 
9 1,322 
10,961 

消防本部設置市計
223 7 
57 1,278 
28 18 
969 126 
342 4,707 
153 84 
1 1,306 
9,299 

広島市
122 1 
36 864 
14 12 
603 99 
195 3,084 
59 73 
- 1,162 
6,324 

呉市
5 3 
4 89 
5 1 
93 8 
25 454 
5 5 
- 86 
783 

三原市
7 - 
- 75 
2 1 
39 4 
18 191 
3 - 
- 4 
344 

尾道市
1 - 
8 70 
3 2 
52 4 
27 242 
3 5 
1 22 
440 

大竹市
- - 
- 8 
- - 
14 1 
8 62 
1 - 
- 1 
95 

東広島市
63 2 
4 96 
2 2 
86 5 
38 372 
79 1 
- 17 
767 

廿日市市
25 - 
4 54 
2 - 
57 4 
19 214 
2 - 
- 13 
394 

安芸高田市
- - 
1 12 
- - 
6 - 
5 39 
1 - 
- 1 
65 

江田島市
- 1 
- 10 
- - 
19 1 
7 49 
- - 
- - 
87 

消防本部設置町計
- - 
- 36 
2 2 
26 4 
2 105 
2 - 
- 6 
185 

府中町
- - 
- 22 
- 1 
15 4 
2 78 
- - 
- 4 
126 

北広島町
- - 
- 14 
2 1 
11 - 
- 27 
2 - 
- 2 
59 

消防一部事務組合計
8 - 
5 239 
1 1 
167 17 
69 902 
24 26 
8 10 
1,477 

備北地区消防組合
2 - 
1 34 
- - 
28 2 
17 126 
3 - 
- 2 
215 

福山地区消防組合
6 - 
4 205 
1 1 
139 15 
52 776 
21 26 
8 8 
1,262 

労働災害運動競
技一般負傷
加　　害

火　　災自然災
害水　　難
交通事故

計
その他（平成21年中　単

位：件）

自損行為
転院搬送医師搬
送
そ の 他

急　　病
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第２－１９表　救助隊数及び救助隊員数区　　　分 （単位：隊） （単位：人）専     任 兼     任 専     任 兼     任消防本部名 救 助 隊 救 助 隊 救 助 隊 救 助 隊県計 32 15 17 444 212 232 消防本部設置市計 21 12 9 303 178 125 広島市 8 8 - 136 136 - 呉市 3 - 3 51 - 51 三原市 1 - 1 14 - 14 尾道市 2 2 - 18 18 - 大竹市 1 - 1 12 - 12 東広島市 2 1 1 24 12 12 廿日市市 2 1 1 24 12 12 安芸高田市 1 - 1 10 - 10 江田島市 1 - 1 14 - 14 消防本部設置町計 2 1 1 28 8 20 府中町 1 1 - 8 8 - 北広島町 1 - 1 20 - 20 消防一部事務組合計 9 2 7 113 26 87 備北地区消防組合 3 1 2 33 10 23 福山地区消防組合 6 1 5 80 16 64 

（平成22年4月1日現在）
計 計救　　助　　隊　　数 救　　助　　隊　　員　　数
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第２－２０表　救助隊が搭乗する車両区　　　分 救 助 屈 折 水 槽 付はしご車 ポンプ車 化 学 車そ の 他 計工 作 車 はしご車 ポンプ車消防本部名県計 31 20 1 4 8 1 6 71 消防本部設置市計 21 13 1 2 4 1 6 48 広島市 8 8 1 1 3 - 1 22 呉市 3 - - - - - - 3 三原市 1 - - 1 - - 1 3 尾道市 2 1 - - - - 3 6 大竹市 1 - - - 1 1 - 3 東広島市 2 2 - - - - - 4 廿日市市 2 1 - - - - - 3 安芸高田市 1 - - - - - - 1 江田島市 1 1 - - - - 1 3 消防本部設置町計 2 1 - - 1 - - 4 府中町 1 1 - - - - - 2 北広島町 1 - - - 1 - - 2 消防一部事務組合計 8 6 - 2 3 - - 19 備北地区消防組合 3 2 - - - - - 5 福山地区消防組合 5 4 - 2 3 - - 14 

（平成22年4月1日現在　単位：台）
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第２－２１表
　事故種別救
助出動件数

区　　分

風 水 害 等機
械による建 物
 等 にガ ス 及
 び
そ の 他 の

消防本部名
建　　　物建
 物 以 外
自 然 災 害事
       故よ る
 事 故酸 欠 事
 故
事       故

県計
236 
30 67
4 1
03 
8 32 
156 
33 
4 298 
1,574 

消防本部設置市計
234 
30 44
1 
89 
8 23 
146 
30 
- 242 
1,243 

広島市
208 
29 18
2 
48 
2 9 
137 
25 
- 141 
781 

呉市
7 - 
32 1
0 
1 4 
2 - 
- 13 
69 

三原市
- - 
59 
4 - 
1 - 
- - 
14 7
8 

尾道市
6 - 
21 
7 - 
2 1 
- - 
4 41 

大竹市
- - 
3 1 
- - 
1 1 
- 5 
11 

東広島市
1 - 
94 
8 1 
2 - 
3 - 
42 15
1 

廿日市市
10 
- 19 
5 - 
4 3 
- - 
18 5
9 

安芸高田市
- - 
26 
2 - 
1 1 
- - 
1 31 

江田島市
2 1 
5 4 
4 - 
1 1 
- 4 
22 

消防本部設置町計
- - 
23 
- - 
1 1 
- - 
11 3
6 

府中町
- - 
9 - 
- 1 
1 - 
- 9 
20 

北広島町
- - 
14 
- - 
- - 
- - 
2 16 

消防一部事務組合
計
2 - 
210 
14 
- 8 
9 3 
4 45 
295 

備北地区消防組合
- - 
57 
4 - 
4 3 
- - 
5 73 

福山地区消防組合
2 - 
153 
10 
- 4 
6 3 
4 40 
222 

（注）「救助出
動件数」とは，
消防機関が救助
活動を行う目的
で出動した件数
をいう。

火　　　　　災

破 裂 事 故（平成21年中　
単位：件） 計

交 通 事 故水
 難 事 故
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第２－２２表
　事故種別救
助活動件数

区　　分

風 水 害 等機
械による建 物
 等 にガ ス 及
 び
その他の

消防本部名
建　　　物建 
物 以 外
自 然 災 害事
       故よ る
 事 故酸 欠 事
 故
事       故

県計
236 3
0 306 
66 6 
15 97 
9 2 
163 93
0 

消防本部設置市計
234 3
0 219 
60 6 
13 92 
9 - 
129 79
2 

広島市
208 2
9 75 
30 1 
7 88 
6 - 
69 513 

呉市
7 - 
9 4 
- - 
- - 
- 4 
24 

三原市
- - 
43 4 
- 1 
- - 
- 11 
59 

尾道市
6 - 
18 6 
- 2 
1 - 
- 3 
36 

大竹市
- - 
3 1 
- - 
1 1 
- 5 
11 

東広島市
1 - 
40 8 
1 1 
- 1 
- 19 
71 

廿日市市
10 - 
15 2 
- 2 
1 - 
- 15 
45 

安芸高田市
- - 
13 2 
- - 
- - 
- 1 
16 

江田島市
2 1 
3 3 
4 - 
1 1 
- 2 
17 

消防本部設置町計
- - 
4 - 
- - 
1 - 
- 7 
12 

府中町
- - 
3 - 
- - 
1 - 
- 6 
10 

北広島町
- - 
1 - 
- - 
- - 
- 1 
2 

消防一部事務組合
計
2 - 
83 6 
- 2 
4 - 
2 27 
126 

備北地区消防組合
- - 
21 2 
- 2 
3 - 
- 3 
31 

福山地区消防組合
2 - 
62 4 
- - 
1 - 
2 24 
95 

（注）「救助活
動件数」とは，
救助出動件数の
うち，実際に救
助活動を行った
件数をいう。

火　　　　　災

破 裂 事 故（平成21年中　
単位：件） 計

交 通 事 故水
 難 事 故
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第２－２３表
　事故種別救
助人員の状況

区　　分

風 水 害 等機
械による建 物
 等 にガ ス 及
 び
そ の 他 の

消防本部名
建　　　物建
 物 以 外
自 然 災 害事
       故よ る
 事 故酸 欠 事
 故
事       故

県計
28 - 
390 6
7 10 
18 107 
17 2 
185 82
4 

消防本部設置市計
26 - 
288 6
1 10 
16 102 
17 - 
152 67
2 

広島市
15 - 
92 29 
- 7 
96 6 
- 63 
308 

呉市
- - 
10 5 
- - 
- - 
- 4 
19 

三原市
- - 
54 2 
- 1 
- - 
- 11 
68 

尾道市
4 - 
32 4 
- 5 
- - 
- 2 
47 

大竹市
- - 
14 7 
- - 
4 10 
- 34 
69 

東広島市
6 - 
42 7 
2 1 
- - 
- 20 
78 

廿日市市
1 - 
20 2 
- 2 
1 - 
- 15 
41 

安芸高田市
- - 
21 2 
- - 
- - 
- 1 
24 

江田島市
- - 
3 3 
8 - 
1 1 
- 2 
18 

消防本部設置町計
- - 
4 - 
- - 
1 - 
- 6 
11 

府中町
- - 
3 - 
- - 
1 - 
- 5 
9 

北広島町
- - 
1 - 
- - 
- - 
- 1 
2 

消防一部事務組合
計
2 - 
98 6 
- 2 
4 - 
2 27 
141 

備北地区消防組合
- - 
22 3 
- 2 
3 - 
- 3 
33 

福山地区消防組合
2 - 
76 3 
- - 
1 - 
2 24 
108 

火　　　　　災

破 裂 事 故（平成21年中　
単位：人） 計

交 通 事 故水
 難 事 故
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第２－２４表　火災時における救助活動の状況区　　　分消防本部名県計 1,318 266 2,361 15 28 消防本部設置市計 1,000 264 2,335 14 26 広島市 506 237 2,173 8 15 呉市 102 7 47 - - 三原市 79 - - - - 尾道市 57 6 59 4 4 大竹市 9 - - - - 東広島市 144 1 10 1 6 廿日市市 39 10 32 1 1 安芸高田市 34 - - - - 江田島市 30 3 14 - - 消防本部設置町計 31 - - - - 府中町 12 - - - - 北広島町 19 - - - - 消防一部事務組合計 287 2 26 1 2 備北地区消防組合 75 - - - - 福山地区消防組合 212 2 26 1 2 

（平成21年中）火 災 件 数 救 助 活 動を 行 っ た火 災 件 数 同 左 に出 動 し た消 防 隊 数 救 助 人 員を 伴 っ た火 災 件 数 救 助 人 員
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第２－２５表
　事故種別救
助出動人員

区　　分

風 水 害 等機
械による建 物
 等 にガ ス 
及 び
そ の 他 の

消防本部名
建　　　物建
 物 以 外
自 然 災 害事
       故よ 
る 事 故酸 欠
 事 故
事       故

県計
9,814 
819 9,0
17 2
,236 
153 4
28 2,3
86 
601 
43 4,13
8 29
,635 

消防本部設置市計
9,679 
819 6,5
86 2
,078 
153 3
42 2,3
03 
571 
- 3,658 
26,189 

広島市
9,025 
805 3,4
94 1
,482 
10 15
4 2,2
21 
523 
- 2,471 
20,185 

呉市
148 
- 600 
194 
18 7
5 2
5 
- - 
221 1,2
81 

三原市
- - 
620 
70 
- 9 
- - 
- 118 
817 

尾道市
300 
- 319 
110 
- 30 
18 
- - 
45 82
2 

大竹市
- - 
34 
9 - 
- 4 
10 
- 51 
108 

東広島市
25 
- 1,009 
72 10
1 
20 
- 30 
- 563 
1,820 

廿日市市
127 
- 220 
86 
- 45 
21 
- - 
136 6
35 

安芸高田市
- - 
233 
16 
- 9 
6 - 
- 8 
272 

江田島市
54 1
4 5
7 3
9 2
4 
- 8 
8 - 
45 24
9 

消防本部設置町計
- - 
235 
- - 
5 5 
- - 
65 31
0 

府中町
- - 
97 
- - 
5 5 
- - 
46 15
3 

北広島町
- - 
138 
- - 
- - 
- - 
19 15
7 

消防一部事務組合
計13
5 
- 2,196 
158 
- 81 
78 3
0 4
3 41
5 3,1
36 

備北地区消防組合
- - 
453 
38 
- 31 
20 
- - 
36 57
8 

福山地区消防組合
135 
- 1,743 
120 
- 50 
58 3
0 4
3 37
9 2,5
58 

（注）「救助出動
人員」とは，救助
活動を行うために
出動したすべての
人員をいう。

　　　　なお，火
災の場合には，救
助活動を行った火
災に出動したすべ
ての人員をいう。

火　　　　　災

破 裂 事 故（平成21年中　
単位：人） 計

交 通 事 故水
 難 事 故
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第２－２６表
　事故種別救
助活動人員

区　　分

風 水 害 等機
械による建 物
 等 にガ ス 及
 び
そ の 他 の

消防本部名
建　　　物建 
物 以 外
自 然 災 害事
       故よ る
 事 故酸 欠 事
 故
事       故

県計
3,812 
363 3,58
1 1,
613 
130 19
1 1,45
7 
192 1
6 1,978 
13,333 

消防本部設置市計
3,690 
363 2,74
2 1,
539 
130 18
0 1,42
6 
192 
- 1,704 
11,966 

広島市
3,391 
349 1,39
6 1,
176 
5 131 
1,401 
170 
- 1,159 
9,178 

呉市
26 - 
172 7
5 - 
- - 
- - 
80 353 

三原市
- - 
333 6
7 - 
3 - 
- - 
90 493 

尾道市
136 
- 173 
72 - 
17 6 
- - 
23 427 

大竹市
- - 
34 9 
- - 
4 10 
- 51 
108 

東広島市
9 - 
357 5
4 101 
8 - 
4 - 
176 70
9 

廿日市市
103 
- 134 
45 - 
21 7 
- - 
97 407 

安芸高田市
- - 
110 1
3 - 
- - 
- - 
8 131 

江田島市
25 14 
33 28 
24 - 
8 8 
- 20 
160 

消防本部設置町計
- - 
40 - 
- - 
3 - 
- 33 
76 

府中町
- - 
32 - 
- - 
3 - 
- 23 
58 

北広島町
- - 
8 - 
- - 
- - 
- 10 
18 

消防一部事務組合
計12
2 
- 799 
74 - 
11 28 
- 16 
241 1,29
1 

備北地区消防組合
- - 
131 1
9 - 
11 20 
- - 
18 199 

福山地区消防組合
122 
- 668 
55 - 
- 8 
- 16 
223 1,09
2 

（注）「救助活動
人員」とは，救助
出動人員のうち，
実際に救助活動を
行った人員をいう
。

火　　　　　災

破 裂 事 故（平成21年中　
単位：人） 計

交 通 事 故水
 難 事 故
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第２－２７表
　事故種別救
助出動車両等
台数

区　　分

風 水 害 等
機械による建
 物 等 にガ 
ス 及 び
そ の 他 の

団　体　名
建　　　物建
 物 以 外
自 然 災 害事
       故よ 
る 事 故酸 欠
 事 故
事       故

県計
2,177 
274 2,5
44 
544 
36 12
9 6
46 1
51 
12 1,04
0 7
,553 

消防本部設置市計
2,151 
274 1,8
23 
500 
36 10
3 6
21 1
43 
- 898 
6,549 

広島市
1,990 
268 8
64 3
03 
2 45 
593 1
28 
- 541 
4,734 

呉市
47 
- 198 
65 
6 24 
9 - 
- 72 
421 

三原市
- - 
189 
23 
- 4 
- - 
- 34 
250 

尾道市
59 
- 98 
34 
- 10 
6 - 
- 13 
220 

大竹市
- - 
10 
4 - 
- 1 
3 - 
15 3
3 

東広島市
10 
- 312 
26 1
9 
6 - 
9 - 
159 5
41 

廿日市市
32 
- 66 
24 
- 12 
6 - 
- 43 
183 

安芸高田市
- - 
63 
5 - 
2 2 
- - 
2 74 

江田島市
13 
6 23 
16 
9 - 
4 3 
- 19 
93 

消防本部設置町計
- - 
74 
- - 
2 2 
- - 
23 10
1 

府中町
- - 
33 
- - 
2 2 
- - 
18 5
5 

北広島町
- - 
41 
- - 
- - 
- - 
5 46 

消防一部事務組合
計
26 
- 647 
44 
- 24 
23 
8 12 
119 9
03 

備北地区消防組合
- - 
142 
13 
- 10 
5 - 
- 11 
181 

福山地区消防組合
26 
- 505 
31 
- 14 
18 
8 12 
108 7
22 

（注）「救助出
動車両等」とは
，救助活動を行
うために出動し
たすべての車両
等をいう。

火　　　　　災

破 裂 事 故（平成21年中　
単位：台） 計

交 通 事 故水
 難 事 故
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第２－２８表
　事故種別救
助活動車両等
台数

区　　分

風 水 害 等機
械による建 物
 等 にガ ス 及
 び
そ の 他 の

消防本部名
建　　　物建 
物 以 外
自 然 災 害事
       故よ る
 事 故酸 欠 事
 故
事       故

県計
549 2
7 1,025 
317 1
4 51 
385 4
8 5 
490 2,91
1 

消防本部設置市計
527 2
7 779 
293 1
4 48 
377 4
8 - 
407 2,52
0 

広島市
470 2
1 364 
182 
1 33 
369 4
1 - 
251 1,73
2 

呉市
- - 
58 25 
- - 
- - 
- 26 
109 

三原市
- - 
102 2
1 - 
1 - 
- - 
25 149 

尾道市
21 - 
52 21 
- 5 
2 - 
- 7 
108 

大竹市
- - 
10 4 
- - 
1 3 
- 15 
33 

東広島市
2 - 
106 1
6 4 
3 - 
1 - 
42 174 

廿日市市
25 - 
43 10 
- 6 
2 - 
- 30 
116 

安芸高田市
- - 
30 3 
- - 
- - 
- 2 
35 

江田島市
9 6 
14 11 
9 - 
3 3 
- 9 
64 

消防本部設置町計
- - 
12 - 
- - 
1 - 
- 12 
25 

府中町
- - 
10 - 
- - 
1 - 
- 10 
21 

北広島町
- - 
2 - 
- - 
- - 
- 2 
4 

消防一部事務組合
計2
2 - 
234 2
4 - 
3 7 
- 5 
71 366 

備北地区消防組合
- - 
40 8 
- 3 
5 - 
- 5 
61 

福山地区消防組合
22 - 
194 1
6 - 
- 2 
- 5 
66 305 

（注）「救助活
動車両等」とは
，出動車両等の
うち，実際に活
動した車両等を
いう。

火　　　　　災

破 裂 事 故平成21年中　単
位：台） 計

交 通 事 故水
 難 事 故
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第２－２９表　
救助隊の保有す
る主な資機材（
その１）

区　　分
消防本部名

か ぎ 付 は し ご三 連 は し ご金属製折りたたみはしご又はワイヤー はしご空 気 式 救 助 マッ ト救 命 索 発 射 銃サバイバー スリング又 は 救 命 用 縛 帯平 担 架油 圧 ジャ ッ キ油 圧 ス プ レッ ダー可 搬 ウィ ン チマンホー ル救助器具救 助 用 簡 易 起 重 機マッ ト型空気ジャッキ大 型 油 圧 ス プ レッダ ー救 助 用 支 柱 器 具チェ ー ン ブ ロッ ク油 圧 切 断 機エ ン ジ ン カッ ターガ ス 溶 断 器チ エー ン ソー鉄 線 カッ ター空 気 鋸大 型 油 圧 切 断 機空 気 切 断 機コンクリー ト・鉄筋切断用チェー ンソー

県計
34 32 26 
28 34 118 
31 33 26 
37 24 - 
36 28 6 
7 17 35 
25 33 42 
33 29 21 
8 

消防本部設置市計
22 23 17 
18 20 95 
19 18 18 
24 18 - 
25 18 5 
1 10 22 
18 21 28 
22 20 19 
7 

広島市
8 8 8 
8 8 43 
8 8 8 
8 8 - 
8 8 2 
- 3 8 
8 8 5 
8 8 8 
2 

呉市
3 3 3 
2 2 5 
2 2 3 
3 2 - 
3 2 2 
- 3 3 
3 3 3 
3 2 2 
2 

三原市
1 2 - 
2 1 4 
1 1 1 
2 2 - 
2 1 - 
- 1 1 
1 1 2 
1 1 1 
1 

尾道市
3 3 2 
2 4 11 
1 2 3 
3 2 - 
2 2 - 
- - 2 
2 3 7 
2 3 2 
- 

大竹市
2 2 1 
1 - 7 
1 2 - 
1 - - 
3 1 - 
- - 2 
1 1 4 
1 1 2 
- 

東広島市
1 2 1 
1 2 14 
2 1 2 
3 1 - 
2 1 - 
- 2 2 
1 2 2 
4 1 1 
1 

廿日市市
2 1 1 
1 1 5 
3 1 1 
2 1 - 
2 1 - 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 1 
- 

安芸高田市
1 1 1 
1 1 4 
- 1 - 
1 1 - 
2 1 - 
- - 1 
- - 1 
1 2 1 
1 

江田島市
1 1 - 
- 1 2 
1 - - 
1 1 - 
1 1 1 
- －2 
1 2 2 
1 1 1 
- 

消防本部設置町計
2 - 1 
- 1 3 
1 5 - 
1 1 - 
2 1 - 
1 - 1 
1 1 3 
1 1 1 
- 

府中町
2 - 1 
- 1 3 
1 5 - 
1 1 - 
2 1 - 
1 - 1 
1 1 3 
1 1 1 
- 

北広島町
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- 

消防一部事務組合計
10 9 8 
10 13 20 
11 10 8 
12 5 - 
9 9 1 
5 7 12 
6 11 11 
10 8 1 
1 

備北地区消防組合
5 4 3 
4 7 11 
5 5 1 
6 1 - 
3 4 - 
- 3 5 
2 4 5 
4 4 - 
- 

福山地区消防組合
5 5 5 
6 6 9 
6 5 7 
6 4 - 
6 5 1 
5 4 7 
4 7 6 
6 4 1 
1 

（平成22年4月1日
現在）

重 量 物 排 除 用 
器 具

一　般　救　助　用
　器　具

切　　断　　用　　
器　　具
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第２－２９表　
救助隊の保有す
る主な資機材（
その２）

（平成22年4月1日現
在）

区　　分 消防本部名
万 能 斧ハ ン マ ー携帯用コンクリー ト破 壊 器 具削 岩 機ハ ン マ ド リ ル生 物 剤 検 知 器可 燃 性 ガ ス 測 定 器有 毒 ガ ス 測 定 器酸 素 濃 度 測 定 器放 射 線 測 定 器空 気 呼 吸 器空 気 補 充 用 ボ ン ベ酸 素 呼 吸 器簡 易 呼 吸 器防 塵 マ ス ク送 排 風 機エ ア ラ イ ン マ ス ク除 染 シャ ワー除 染 剤 散 布 器耐 電 手 袋耐 電 衣耐 電 ズ ボ ン耐 電 長 靴防 塵 メ ガ ネ携 帯 警 報 器防 毒 マ ス ク化学防護服（ 陽圧式を 除 く ）陽 圧 式 化 学 防 護 服耐 熱 服放 射 線 防 護 服特 殊 ヘ ル メッ ト

県計
119 47 21 
22 28 4 
34 30 28 
28 206 366 
81 54 191 
39 8 8 
11 137 73 
66 57 258 
137 57 54 
80 22 36 
6 

消防本部設置市計
104 36 16 
16 17 3 
24 23 22 
22 162 313 
50 34 163 
30 8 5 
7 102 50 
46 46 213 
117 47 43 
64 15 24 
- 

広島市
69 20 8 
8 8 2 
11 8 8 
12 83 206 
19 19 75 
18 8 3 
6 44 23 
23 23 140 
83 - 10 
40 - 10 
- 

呉市
3 3 2 
2 2 - 
3 3 3 
2 14 2 
10 4 12 
3 - - 
- 12 8 
4 4 14 
10 12 4 
4 4 4 
- 

三原市
8 1 - 
1 1 - 
2 2 2 
1 9 - 
5 2 10 
2 - - 
- 9 2 
2 2 7 
2 7 4 
2 - 2 
- 

尾道市
4 3 1 
1 2 - 
4 5 4 
1 12 83 
9 2 23 
2 - - 
- 12 2 
2 2 12 
5 8 7 
4 8 2 
- 

大竹市
4 2 - 
1 1 1 
- 1 - 
3 12 - 
- - 15 
1 - - 
- 5 3 
3 3 10 
- - - 
3 3 2 
- 

東広島市
10 2 2 
1 1 - 
1 1 2 
2 12 1 
5 2 10 
1 - - 
- 8 8 
8 8 5 
7 5 2 
5 - 4 
- 

廿日市市
2 3 1 
1 1 - 
1 1 1 
1 10 6 
- 5 5 
1 - 1 
- 5 2 
2 2 5 
5 7 9 
4 - - 
- 

安芸高田市
2 1 1 
- - - 
1 1 1 
- 5 - 
- - 10 
1 - - 
- 5 - 
- - 5 
5 5 - 
- - - 
- 

江田島市
2 1 1 
1 1 - 
1 1 1 
- 5 15 
2 - 3 
1 - 1 
1 2 2 
2 2 15 
- 3 7 
2 - - 
- 

消防本部設置町計
4 2 - 
1 - - 
1 1 1 
- 6 11 
- - 6 
1 - - 
- 5 2 
2 2 6 
2 - 5 
2 1 - 
- 

府中町
4 2 - 
1 - - 
1 1 1 
- 6 11 
- - 6 
1 - - 
- 5 2 
2 2 6 
2 - 5 
2 1 - 
- 

北広島町
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- 

消防一部事務組合計
11 9 5 
5 11 1 
9 6 5 
6 38 42 
31 20 22 
8 - 3 
4 30 21 
18 9 39 
18 10 6 
14 6 12 
6 

備北地区消防組合
6 5 1 
1 4 - 
3 3 3 
2 16 12 
5 6 12 
3 - 1 
2 15 2 
2 2 18 
5 5 2 
5 - 6 
4 

福山地区消防組合
5 4 4 
4 7 1 
6 3 2 
4 22 30 
26 14 10 
5 - 2 
2 15 19 
16 7 21 
13 5 4 
9 6 6 
2 

隊　員　保　護　用
　器　具

除染用器具

破 壊 用 器 具
検知・測定用器具
呼 吸 保 護 用 具
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第２－２９表　
救助隊の保有す
る主な資機材（
その３）

区　　分

検索用器具

消防本部名
潜 水 器 具救 命 胴 衣水 中 投 光 器救 命 浮 環浮 標救 命 ボ ー ト船 外 機水 中 ス クー ター水 中 無 線 機水 中 時 計水 中 テ レ ビ カ メ ラ登 山 器 具バ ス ケッ ト 型 担 架簡 易 画 像 探 索 機画 像 探 索 機地 中 音 響 探 知 機熱 画 像 直 視 装 置夜 間 用 暗 視 装 置電 磁 波 探 査 装 置二酸化炭素探査装置水 中 探 査 装 置地 震 警 報 器投 光 器携 帯 投 光 器携 帯 拡 声 器携 帯 無 線 機応 急 処 置 用 セッ ト車 両 移 動 器 具緩 降 機ロー プ 登 降 機救 助 用 降 下 機発 電 機

県計
196 179 96 
90 30 22 
13 13 10 
84 - 3 
30 14 10 
6 15 6 
2 1 - 
2 49 117 
59 77 30 
11 22 34 
12 38 

消防本部設置市計
120 117 80 
54 24 11 
8 11 8 
77 - 1 
22 12 5 
4 12 4 
1 1 - 
1 32 92 
44 63 19 
7 15 26 
11 27 

広島市
32 47 8 
16 8 - 
- 8 5 
32 - - 
8 8 2 
2 8 2 
1 1 - 
1 8 45 
16 32 8 
4 8 8 
- 8 

呉市
17 12 10 
10 2 4 
4 2 - 
2 - - 
3 1 3 
1 2 1 
- - - 
- 4 12 
4 5 3 
1 2 2 
1 3 

三原市
- 2 - 
1 - - 
- - - 
- - - 
1 1 - 
1 - 1 
- - - 
- 2 5 
3 3 1 
- - 2 
- 1 

尾道市
30 16 19 
8 4 1 
1 1 2 
30 - - 
2 1 - 
- - - 
- - - 
- 6 2 
6 4 2 
1 2 2 
- 5 

大竹市
- 2 5 
2 2 2 
- - - 
- - 1 
1 - - 
- 1 - 
- - - 
- 3 2 
4 3 1 
- - 1 
- 3 

東広島市
20 20 24 
10 4 2 
1 - 1 
- - - 
2 1 - 
- 1 - 
- - - 
- 3 1 
3 6 1 
- 2 4 
10 2 

廿日市市
13 7 10 
3 1 1 
1 - - 
11 - - 
2 - - 
- - - 
- - - 
- 3 8 
4 6 1 
1 1 2 
- 2 

安芸高田市
2 5 2 
3 - - 
- - - 
- - - 
1 - - 
- - - 
- - - 
- 1 10 
2 2 1 
- - - 
- 1 

江田島市
6 6 2 
1 3 1 
1 - - 
2 - - 
2 - - 
- - - 
- - - 
- 2 7 
2 2 1 
- - 5 
- 2 

消防本部設置町計
- 6 - 
2 - - 
- - - 
- - - 
1 - - 
- - - 
- - - 
- 3 5 
2 2 1 
- 1 1 
- 3 

府中町
- 6 - 
2 - - 
- - - 
- - - 
1 - - 
- - - 
- - - 
- 3 5 
2 2 1 
- 1 1 
- 3 

北広島町
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - 

消防一部事務組合計
76 56 16 
34 6 11 
5 2 2 
7 - 2 
7 2 5 
2 3 2 
1 - - 
1 14 20 
13 12 10 
4 6 7 
1 8 

備北地区消防組合
18 15 9 
19 1 3 
2 - - 
7 - 1 
3 1 1 
- 1 - 
- - - 
- 7 8 
4 5 4 
- 1 3 
- 3 

福山地区消防組合
58 41 7 
15 5 8 
3 2 2 
- - 1 
4 1 4 
2 2 2 
1 - - 
1 7 12 
9 7 6 
4 5 4 
1 5 

水　難　救　助　用
　器　具

（平成22年4月1日
現在）

そ　の　他　の　救
　助　用　器　具

山岳救助用器具
高　度　救　助　用
　器　具
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